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岩手県大船渡市における林野火災への
対応
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（1）災害の概要
ア　火災の概要
　令和７年２月26日13時02分（覚知）に岩手県大船
渡市赤崎町字合足地内で発生した林野火災＊1は、
火災発生当初に複数地域での延焼が見られたことか
ら、大船渡地区消防組合消防本部及び大船渡市消防
団並びに岩手県内消防応援部隊が消火活動等を実施
するとともに、消防力の不足を早期に判断し、速や
かに緊急消防援助隊の応援要請及び自衛隊に対する

災害派遣要請が実施された。
　この結果、ヘリコプターによる空中消火や市街地
延焼を阻止するための地上からの消火活動等が、地
元消防本部を含めた１日当たり最大で2,100人規模
で昼夜を通じて実施され、３月９日17時00分に鎮
圧、４月７日17時30分に鎮火した。
　本火災はそれまでの記録的な降水量の少なさ、発
生日前後の乾燥、強風、地形等の影響により急激に
拡大し、最終的には約3,370haが焼損する我が国の
林野火災としては昭和39年以降最大、約60年ぶりの
記録的な大規模なものとなった（特集1-1図）。
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特集1-1図　岩手県大船渡市における林野火災による延焼範囲
　　　　　 （地理院タイル（標準地図）を加工して作成）

＊1�　大船渡市では、本火災の直前に別の２件の林野火災（２月19日大船渡市三陸町綾里地内で発生し約324haを焼損した火災、２月25日に陸前高田市小友町地内で発生後に
大船渡市内に延焼し両市計約８haを焼損した火災）が発生している。

はじめに特 集 1 大規模林野火災への対応
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イ　気象の状況
　大船渡市では、２月13日頃から一日の最小湿度が
35%前後の空気が乾燥した状態が継続し、同月18日
からは乾燥注意報の発表が続いていた。また、２月
の月降水量は2.5㎜で、大船渡市の２月の記録とし
ては観測史上最も少なく、特に出火の直前８日間は
0.5㎜以上の降水が観測されなかった。
　出火した後も0.5㎜以上の降水がなく、３月５日
から３月６日にかけて、東北地方に接近した低気圧
や前線の影響で、２日間の総降水量が27.5㎜のまと
まった雨や雪が降るまでの間、乾燥した状態が続い
た。
　また、２月26日の朝には岩手県全域を対象に強風
注意報も発表されており、大船渡市の最大風速は
8.3m/s（風向・北西）、最大瞬間風速は18.1m/s（風
向・北西）に達した。

ウ　出火原因
　出火箇所は最初に火炎が確認された付近の建物の
敷地と山林の境界付近に存する焼損の著しい切り株
付近であると考えられるが、具体的な発火源、出火
に至る経過及び着火物の特定には至らなかった。

（2）火災による被害状況
　この火災により、死者１人、住家90棟（うち全焼
54棟）、住家以外136棟（うち全焼121棟）の建物被
害、約3,370haを焼損するなどの被害が発生した
（令和７年11月4日現在）。また、避難指示は、最大
時には1,896世帯4,596人に対して発令された。

（3） �政府の主な動き、消防庁の対応及び消防機
関等の活動

ア　政府の主な動き
　政府においては、２月27日０時00分に情報連絡室
を設置し、２月28日９時00分には官邸対策室に改組
した。
　２月28日に関係省庁局長級会議及び第１回関係閣
僚会議が開催され、関係省庁間で被害状況等の情報
が共有された。その後、３月３日及び３月７日にも
会議が開催された(特集1-1表)。

イ　消防庁の対応
　消防庁では、当初から情報収集を開始するととも
に、２月26日14時30分に国民保護・防災部長を長と
する消防庁災害対策本部（第２次応急体制）を設置
し、岩手県知事から消防庁長官に対する緊急消防援
助隊の応援要請を受け、同日15時34分に消防庁長官
から出動の求めを行い、同時刻に消防庁長官を長と
する消防庁災害対策本部（第３次応急体制）に改組
した。
　また、被災地との情報連絡体制をより強固なもの

大船渡市火災現場周辺の様子

緊急消防援助隊による活動の様子①

特集1-1表　政府の主な動き
日　付 時　刻 会議開催等

2月27日 0時00分 情報連絡室設置

2月28日 9時00分 官邸対策室改組

2月28日 16時00分 第１回関係省庁局長級会議

2月28日 17時30分 第１回関係閣僚会議

3月 3日 16時45分 第２回関係省庁局長級会議

3月 7日 16時00分 第３回関係省庁局長級会議

3月 7日 18時05分 第２回関係閣僚会議
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とするため、２月26日に岩手県庁、大船渡市役所、
大船渡地区消防組合消防本部及びヘリコプターの活
動拠点である花巻空港（後に高田松原運動公園に活
動場所を移動）へ、消防庁職員８人を派遣した。そ
の後３月15日に撤収するまで現地に派遣された消防
庁職員は、延べ45人となった。派遣された消防庁職
員は、被害情報の収集や共有、関係機関との連絡調
整の役割に加えて、消防庁現地広報員として、現地
の消防職員等の活動に係る映像・画像を消防庁災害
対策本部に共有し、報道機関へ提供する等の活動に
従事した。
　本火災については、消防法第35条の３の２に基づ
く消防庁長官の火災原因調査を実施した。２回の現
地調査等を消防研究センターの職員が中心となって
実施し、それらの調査結果を「令和７年２月26日に
発生した大船渡市における林野火災に係る消防庁長
官の火災原因調査報告書」として取りまとめ、７月
に公表した。

ウ　消防機関等の活動
（ア）地元消防本部等の活動
　２月26日、本火災を覚知した大船渡地区消防組合
消防本部は、合足地区の住宅への延焼阻止を重点的
に行った。
　また、前日の25日に陸前高田市で発生した林野火
災（26日12時00分鎮圧）の対応に当たっていた岩手
県内消防応援部隊及び一部の大船渡地区消防組合消
防本部の隊は、覚知後速やかに火元の北東に位置す
る綾里地区の住宅地への延焼阻止を重点的に行った。
　これらの消火活動においては、消防水利の数が限
られ、災害現場から消防水利までの距離が遠く離れ
ていたことから、長距離のホース延長を行ったほ
か、岩手県内消防応援部隊の大型水槽車や民間事業
者が所有するコンクリートミキサー車等を活用し、
充水体制を確保することにより、継続的な活動を

行った。
　緊急消防援助隊到着後は、連携して消防防災ヘリコ
プターや防火水槽への補水作業、巡回警戒活動等を
実施したほか、保有する背負い式消火水のうや熱画像
直視装置等の資機材を活用し、残火処理を実施した。
　大船渡地区消防組合消防本部は延べ1,430人、県
内消防応援部隊は延べ2,090人が消火活動等に当
たった。

（イ）　緊急消防援助隊の活動
　消防庁災害対策本部では、2月26日15時34分に岩
手県知事から緊急消防援助隊の応援要請を受け、同
時刻、消防庁長官から宮城県と山形県に緊急消防援
助隊の出動の求めを行った。同日20時05分には、仙
台市消防局の統括指揮支援隊と指揮支援隊が、それ
ぞれ岩手県庁と大船渡地区消防組合消防本部に到着
し、活動を開始した。その後も消防活動の状況に応
じて順次出動の求めを行い、15都道県から緊急消防
援助隊が出動、岩手県内消防応援部隊、地元消防本
部も含め、１日当たり最大2,100人規模で地上及び
空中の両方から消火活動等に従事した。

緊急消防援助隊による活動の様子②

岩手県内消防応援部隊による活動の様子

大船渡地区消防組合消防本部による活動の様子
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緊急消防援助隊による活動の様子③

　陸上部隊は、市街地への延焼阻止を主眼に活動を
行った。山林と市街地との間に延焼阻止線を設定し
て山林からの延焼を防御するとともに、安全を確保
しつつ、林野内の消火活動を実施した。エリアが広
いことから、最大で４つの方面に活動エリアを分
け、長期ローテーションを組んで夜間を含めて活動
に当たった。また、山間地における消火活動では、
延焼状況の把握にドローンを活用するとともに、使
用可能な消防水利が限られていたことから、海水利
用型消防水利システム等を活用した遠距離送水体制
を構築するなど、保有する車両・資機材を有効に活
用して活動した。火災鎮圧後は、残火処理及び巡回
警戒を継続し、再燃防止を図った。
　航空部隊は、市街地方向への延焼阻止を主眼に、
最大８機体制により空中からの消火活動を実施し
た。自衛隊ヘリコプターと連携し、小回りが効く消
防防災ヘリコプターは主に住宅に近い地域、大型で
散水量の多い自衛隊ヘリコプターは主に火勢の強い
林野内を担当するなど役割分担し、連続的な散水を
行った。また、機体に搭載したカメラを用い、上空
からの情報収集活動及び熱源探査を実施した。
　陸上部隊は３月19日まで、航空部隊は４月７日ま
で活動を継続した。緊急消防援助隊としては、２月
26日から４月７日までの41日間にわたって延べ
7,618隊、2万8,225人及び消防防災ヘリコプター10
機が活動し、林野火災対応としては最大規模になっ
た（特集1-2表）。

（ウ）　消防団の活動
　大船渡市消防団は、被災した消防団員もいる中、
被害状況の情報収集、避難の呼び掛けや避難誘導、
消防隊と連携した消火、熱源の確認や残火の処理、
夜間の見回りなど、懸命な活動を展開した（２月19
日から４月７日までの間に延べ3,833人の消防団員
が活動。）。
　特に、消防団員から大船渡市の防災部局に提供さ
れたSNS画像・映像は、大船渡市の地域住民に対
する迅速な避難指示の発令につながった。また、現
場の状況に応じた自然水利の活用や中継送水への迅
速な対応、早期の退避判断による安全確保といった
対応においては、地域に根ざした経験や、過去の火
災を教訓に平時に実施している訓練が活かされた。

特集1-2表　緊急消防援助隊の活動実績

大船渡市消防団による消火活動の様子

被災県 部隊別 活動期間 応援県等

岩手県

陸上

統括指揮支援隊 ２月26日～３月19日 計22日間 仙台市消防局

指揮支援隊

２月26日～３月19日 計22日間 仙台市消防局
２月27日～３月10日 計12日間 東京消防庁
２月27日～３月13日 計15日間 新潟市消防局
３月３日～３月13日 計11日間 横浜市消防局

都道府県大隊

２月26日～３月19日 計22日間 青森県、宮城県、秋田県
２月26日～３月16日 計19日間 山形県、福島県

２月27日～３月10日 計12日間 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉
県、東京都、千葉県、新潟県

３月３日～３月13日 計11日間 神奈川県

航空

航空指揮支援隊 ２月26日～３月11日 計14日間 青森県

航空後方支援小隊
３月１日～３月10日 計10日間 埼玉県
３月５日～３月10日 計６日間 静岡県（静岡市消防局）

航空小隊

２月26日～４月７日 計41日間 宮城県（宮城県、仙台市消防
局）、栃木県

２月26日～３月16日 計19日間 山形県、福島県
２月27日～３月16日 計18日間 新潟県

３月１日～３月16日 計16日間 北海道、群馬県、神奈川県（横
浜市消防局）

３月３日～４月７日 計36日間 北海道（札幌市消防局）
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（エ）自衛隊の対応
　２月26日に岩手県は自衛隊に消火活動に係る災害
派遣要請を行い、２月27日から３月14日までの間、
ヘリコプター部隊（最大時11機体制）が648万リッ
トル（1,296回）の散水を行った。

今治市火災現場周辺の様子

特集1-2図　愛媛県今治市における林野火災による延焼範囲
　　　　　　（地理院タイル（標準地図）を加工して作成）

愛媛県今治市における林野火災への対
応2

（1）災害の概要
　令和７年３月23日15時53分（覚知）に愛媛県今治
市長沢で発生した林野火災は、今治市消防本部が消
火活動等を実施したが、出火当時は乾燥注意報が発
表されていたこともあり、急激に延焼し、その後も
火炎が強風にあおられるなどにより延焼が拡大した
ため、同日に相互応援協定に基づく航空部隊の応援
要請及び自衛隊に対する災害派遣要請、翌24日には
愛媛県内消防応援部隊の応援要請、25日には緊急消
防援助隊の応援要請が実施された。
　この結果、ヘリコプターによる空中消火や地上か
らの消火活動等が、地元消防本部を含めた１日当た
り最大で1,000人規模で昼夜を通じて実施され、３
月31日11時00分に鎮圧、４月14日15時00分に鎮火し
た（特集1-2図）。
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（2）火災による被害状況
　この火災は今治市から隣接の西条市にも延焼し、
両市合わせて負傷者４人、住家５棟、非住家22棟の
建物被害、481.6haを焼損するなどの被害が発生し
た（令和７年11月20日現在）。また、避難指示は、最
大時には今治市3,056世帯5,988人、西条市792世帯
1,506人の計3,848世帯7,494人に対して発令された。

（3） �政府の主な動き、消防庁の対応及び消防機
関等の活動

ア　政府の主な動き
　政府においては、３月24日９時00分に情報連絡室
を設置し、３月26日９時00分に官邸対策室に改組し
た。

イ　消防庁の対応
　消防庁では、当初から情報収集を開始するととも
に、３月23日20時40分に国民保護・防災部長を長と
する消防庁災害対策本部（第２次応急体制）を設置
し、愛媛県知事から消防庁長官に対する緊急消防援
助隊の応援要請を受け、３月25日17時10分に消防庁
長官から出動の求めを行い、同時刻に消防庁長官を
長とする消防庁災害対策本部（第３次応急体制）に
改組した。
　また、被災地との情報連絡体制をより強固なもの
とするため、３月25日に愛媛県庁、今治市役所及び
今治市消防本部へ消防庁職員７人を派遣した。その
後３月31日に撤収するまで現地に派遣された消防庁
職員は、延べ９人となった。

ウ　消防機関等の活動
（ア）地元消防本部等の活動
　３月23日、本火災を覚知した今治市消防本部は、
山麓部にある消火栓から水利を確保し、消火活動を
行った。その後、東側に延焼拡大したため、消防隊
を増隊して火元を東西で挟み込む態勢をとって活動
を行った。
　24日には、火元から南側に位置する世田山及び笠
松山方向へ延焼拡大し、さらに、北側に飛び火を確
認したため、部隊を増隊して、広範な林野内にある
複数の火点に対して消火活動等を行った。
　25日からは強風により更に延焼拡大したが、愛媛
県消防広域相互応援協定に基づく県内からの消防隊
の応援を得て、さらに、緊急消防援助隊を要請し、

特に住宅地への延焼阻止を重点的に行った。
　３月24日には隣接の西条市にも一部が延焼し、西
条市消防本部が消火活動等に当たった。
　今治市消防本部は延べ564人、西条市消防本部は
延べ448人、県内消防応援部隊は延べ964人が消火活
動等に当たった。

（イ）　緊急消防援助隊の活動
　消防庁災害対策本部では、３月25日17時10分に愛
媛県知事から緊急消防援助隊の応援要請を受け、同
時刻、消防庁長官から広島県、香川県及び徳島県
に、緊急消防援助隊の出動の求めを行った。同日20
時13分には、広島市消防局の統括指揮支援隊が今治
市消防本部に到着し、活動を開始した。その後も消
防活動の状況に応じて順次出動の求めを行い、８府
県から緊急消防援助隊が出動、地元消防本部、消防
団等も含め、１日当たり最大1,000人規模で陸上及
び空中の両方から消火活動等に従事した。

緊急消防援助隊による活動の様子①

今治市における林野火災の様子

8

特集1　大規模林野火災への対応



　陸上部隊は３月31日まで、航空部隊は４月10日ま
で活動を継続した。緊急消防援助隊としては、３月
25日から４月10日までの17日間にわたって延べ636
隊、2,301人及び消防防災ヘリコプター６機が消火
活動等に従事した。

（ウ）　消防団の活動
　今治市消防団及び西条市消防団は、被災した消防
団員もいる中、松山市消防団の応援を受けながら、
被害状況の情報収集、避難の呼び掛け、消防隊と連
携した消火、残火の処理、夜間の見回り、入山規制
など、懸命な活動を展開した（３月23日から４月５
日までの間に延べ2,808人の消防団員が活動。）。

緊急消防援助隊による活動の様子②

今治市消防団による消火活動の様子

（エ）自衛隊の対応
　３月23日に愛媛県は自衛隊に消火活動に係る災害
派遣要請を行い、３月24日から３月31日までの間、
ヘリコプター部隊（最大時７機体制）が168万リッ
トル（336回）の散水を行った。
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岡山市火災現場周辺の様子

岡山県岡山市における林野火災への対応3
（1）災害の概要
　令和７年３月23日15時02分（覚知）に岡山県岡山
市南区飽浦の貝殻山で発生した林野火災は、岡山市
消防局が消火活動等を実施したが、それまでの数日
間晴天が続いていたこと、強風が吹いていたことも
あり、急激に延焼拡大し、同日に岡山県内消防応援
部隊の応援要請、航空部隊の広域航空消防応援要請
及び自衛隊に対する災害派遣要請が実施された。
　この結果、ヘリコプターによる空中消火や地上か
らの消火活動等が、地元消防本部を含めた１日当た
り最大で550人規模で実施され、３月28日12時00分
に鎮圧、４月11日12時00分に鎮火した（特集1-3
図）。

（2）火災による被害状況
　この火災は岡山市から隣接の玉野市にも延焼し、
岡山市で非住家６棟の建物被害、両市合わせて
486haを焼損するなどの被害が発生した（令和７年
11月20日現在）。また、避難指示は、鎮圧までに岡
山市1,030世帯2,039人、玉野市464世帯987人の計
1,494世帯3,026人に対して発令された。

（3） �政府の主な動き、消防庁の対応及び消防機
関等の活動

ア　政府の主な動き
　政府においては、３月24日９時00分に情報連絡室
を設置し、３月26日９時00分に官邸対策室に改組した。

イ　消防庁の対応
　消防庁では、当初から情報収集を開始するととも
に、３月23日20時45分に消防庁国民保護・防災部長
を長とする消防庁災害対策本部（第２次応急体制）
を設置し、３月26日９時00分に政府において官邸対
策室に改組されたことを踏まえ、同時刻に消防庁長
官を長とする消防庁災害対策本部（第３次応急体
制）に改組した。

特集1-3図　岡山県岡山市における林野火災による延焼範囲
　　　　　　（地理院タイル（標準地図）を加工して作成）
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ウ　消防機関等の活動
（ア）地元消防本部等の活動
　３月23日、本火災を覚知した岡山市消防局は、火
災現場西側の消火栓から水利を確保し、消火活動を
行った。その後、強風によって急速に延焼拡大した
ため、消防隊を増隊して活動を行った。
　24日には、岡山県と県内市町村との消防広域応援
協定に基づく県内からの消防隊の応援を得て、部隊
を増隊したが、25日午後には、風速15m/ｓを超える
強風により更に東方向へ急速に延焼拡大したため、
一層部隊を増隊し、広大な延焼範囲を包囲する体制
を整え、住宅地への延焼阻止を重点的に行った。
　３月24日には隣接の玉野市にも一部が延焼し、玉
野市消防本部等が消火活動等に当たった。
　岡山市消防局は延べ2,503人、玉野市消防本部は
延べ273人、県内消防応援部隊は延べ564人が消火活
動等に当たった。

（イ）広域航空消防応援の活動
　消防庁では、岡山県知事から「大規模特殊災害時
における広域航空消防応援実施要綱」に基づく応援
の要請を受け、３月23日18時30分、兵庫県（神戸
市）及び香川県に対し空中消火活動の要請を行っ
た。24日17時00分には、鳥取県に対して空中消火活
動の要請を行い、１日当たり最大４機体制で空中か
ら消火活動に従事した。

（ウ）　消防団の活動
　岡山市消防団及び玉野市消防団は、消防隊と連携
した消火、残火の処理、夜間の見回りなど、懸命な
活動を展開した（３月23日から4月11日までの間に
延べ2,948人の消防団員が活動。）。

（エ）自衛隊の対応
　３月23日に岡山県は自衛隊に消火活動に係る災害
派遣要請を行い、３月24日から３月28日までの間、
ヘリコプター部隊（最大時７機体制）が288万リッ
トル（585回）の散水を行った。

岡山市消防局による消火活動の様子

岡山市消防団による消火活動の様子
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火災の検証と今後の対応4
　消防庁では、岩手県大船渡市における林野火災を
踏まえ、令和７年４月11日から６回にわたり林野庁
と共同で「大船渡市林野火災を踏まえた消防防災対
策のあり方に関する検討会」（以下、本特集におい
て「検討会」という。）を開催した。検討会では、
原因調査の結果等を踏まえ、林野火災の予防を目的
とした林野火災注意報の創設など林野火災における
予防・警報のあり方、緊急消防援助隊を含めた常備
消防や消防団の体制強化、林野火災における住民避
難、消火薬剤の効果的な活用など大規模林野火災に
備えた多様な技術の活用・開発、災害復旧・二次災
害の防止活動について検討を行い、今後の消防防災
対策のあり方を報告書として取りまとめた。
　また、緊急消防援助隊の一連の活動等を検証し、
今後の迅速かつ的確な運用を図るため｢岩手県大船
渡市林野火災における緊急消防援助隊の活動に関す
る検証会｣を開催し、受援側、応援側それぞれの観
点から緊急消防援助隊の活動上の奏功事例と課題の
共有を行い、対応策について議論を行った。
　これらを踏まえて、消防庁では、令和７年８月に
「大船渡市林野火災の教訓を踏まえた今後の消防防
災対策の推進について」（令和７年８月29日消防庁
次長通知）を発出し、各地方公共団体における消防
防災力の強化に向けた推進事項を周知した。
　検討会等における検証により得られた課題と消防
庁及び林野庁における今後の対応策は以下のとおり
である。

（1）林野火災における予防・警報のあり方
ア　検証から得られた課題
　令和７年２月26日に岩手県大船渡市赤崎町字合足
地内で発生した林野火災は、それまでの記録的な降
水量の少なさ、発生日前後の乾燥、強風、地形等の
影響により急激に拡大し、消防本部の覚知から約２
時間で延焼範囲は600ha以上にも達し、最終的には
約3,370haとなる我が国の林野火災としては昭和39
年以降最大、約60年ぶりの記録的な大規模なものと
なった。
　林野火災は発生原因の大半が人為的な要因による
ものであることも踏まえ、たき火や火入れの把握、
林野火災の予防上危険な気象状況になった際の周知
や火の取扱いへの注意喚起などを通じた林野火災予

防の実効性の向上を図る必要がある。
　また、広報・啓発の対象に応じた効果的な手法を
用いた危険性が高まる時季における戦略的かつ幅広
い広報・啓発活動、森林の防火機能の向上のための
植栽や消火活動に資する林道整備・測位技術の普及
などを通じた林野火災に強い地域づくりなどを推進
する必要がある。

イ　今後の対応策
（ア）予防・警報のあり方
　平時においては、森林法に基づく火入れの許可制
度の周知を行うとともに、たき火の届出制度を火災
予防条例（例）に明確に位置付けることなどを通じ
て、各消防本部におけるたき火や火入れの実施の把
握や、これらを行う者に対する防火指導（場合に
よっては消防法第３条に基づく措置等）の強化を促
進する。
　実際に林野火災の予防上危険な気象状況になった
際には、平時からの取組に加えて、気象庁が火災気
象通報を発出するとともに、段階に応じて、各市町

検討会の状況

検討会報告書手交式の様子
（左から大沢消防庁長官、関澤座長、谷村林野庁次長）
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村による注意喚起等の仕組みとして創設する林野火
災注意報や、消防法に基づく火災警報のうち、林野
火災の予防を目的とした林野火災警報の的確な発令
を通じ防火指導の強化や火の使用制限の徹底を促進
する。

（イ）林野火災に係る広報・啓発の強化
　例年３月１日から７日まで消防庁と林野庁の主唱
により実施される全国山火事予防運動の機会のほ
か、その地方において林野火災の危険性が高まる時
季における戦略的かつ幅広い広報・啓発活動を促進
する。
　消防団を含む消防機関だけでなく、防災担当部
局、林務担当部局、廃棄物処理担当部局等幅広い部
局や、自主防災組織、女性防火クラブ等の住民や事
業者等が主体となる活動を促進する。
　また、林野庁と共同で政府広報やSNS等を活用
し、火の取扱いや不始末による出火の危険性・初期
消火準備の必要性を周知するなど林野火災予防の広
報を引き続き実施していく。

（ウ）林野火災に強い地域づくり
　火災の被害が居住地にも及ぶ、森林と住宅地にま
たがるWUI（Wildland Urban Interface）火災と言わ
れる状況が見られたことを踏まえ、建物の防火対策
の推進や空地の確保などのまちづくりにおける事前
対策、飛び火を考慮した消防計画など林野に近接す
る居住地域に視点を置いた対応を推進していく。
　また、森林内においては延焼しにくい多様な林相
への誘導、消火活動に必要な林道等の整備等を推進
する。

（2）林野火災に対応できる消防体制のあり方
ア　検証から得られた課題
　岩手県大船渡市における林野火災では、速やかな
応援要請が行われ、適切な消防力を確保するととも
に、方面別に担当部隊を明確化、地上部隊と航空部
隊において共通のグリッド図を活用するなど部隊間
の情報連携、延焼阻止線を設定した活動等により円
滑な消防活動が行われた。
　一方で、刻々と変化する延焼状況などの的確な情
報把握、早期の応援要請・受援体制の確立、長期間
の消火活動に必要な体制・消防水利の確保や強風下
における飛び火警戒などの陸上部隊の消防活動の強

化、消火効率を高める航空部隊の運用、陸上・航空
部隊間や応援部隊による地元消防本部・消防団との
連携、大規模林野火災に対処できる消防団の体制強
化、急激な延焼拡大に対応した速やかな避難指示等
の発令・周知等による住民避難の対応などを図る必
要がある。

イ　今後の対応策
（ア）緊急消防援助隊を含めた常備消防の体制強化
　的確な情報把握に資する夜間も監視可能なドロー
ン、消防水利の確保に資する自然水利を利用できる
海水利用型消防水利システムや大型水槽付き放水
車、山中での部隊投入に資する悪路走破性の高い林
野火災対応ユニット車等の整備を推進する。
　また、延焼危険の高い建物等及びその付近への予
防散水等を勘案して飛び火警戒要領の見直し等を行
う。

（イ）消防団の体制強化
　消防隊や分団間で確実な連携を行うため、電波が
届かない不感地帯にも対応した訓練等の実施や衛星
通信機器も活用した情報伝達手段の充実を図る。
　また、今回の林野火災では、一度消火活動を行っ
た箇所での再燃が頻出したことを踏まえ、確実な残
火処理のために必要な背負い式消火水のう等の資機
材の整備を推進する。

（ウ）林野火災における住民避難
　個々の住民に避難情報等を伝達できるよう戸別受
信機の活用や緊急速報メール、SNS、防災アプリ
等を用いた災害情報伝達手段の多重化・多様化を推
進する。
　また、平時から自主防災組織等の住民参加による

大型水槽付き放水車による放水の様子
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大規模林野火災に対応した避難訓練等の実施によ
り、大規模林野火災に対する住民の防火意識の向上
を図る。

（3） �大規模林野火災に備えた多様な技術の活用・
開発

ア　検証から得られた課題
　被害が広範囲であり、飛び火や風向きの変化によ
る急な延焼拡大など状況の把握が難しく、対応に苦
慮したことから、諸外国や消防以外の分野で使用さ
れる新技術・新装備等の活用事例を踏まえた研究推
進、延焼シミュレーション技術の研究開発、消火薬
剤（延焼防止剤を含む。以下同じ。）の効果的な活
用などの取組を進める必要がある。

イ　今後の対応策
（ア）新技術・新装備の研究開発の推進
　ドローンによる空中消火や遠隔操作ロボットによ
る延焼阻止活動等、諸外国における活用事例を踏ま
えた林野火災対応の新技術・新装備や、林野火災が
発生した場合の住家等への延焼拡大リスクを評価で
きる延焼シミュレーション技術、飛び火による火災
発生を警戒・防御するための効果的な散水方法等の
研究開発を推進する。

（イ）消火薬剤の効果的な活用の検討
　消火薬剤の使用は、水が限られる場合において消
防活動上有効な場合もあると考えられる一方で、健
康・環境への影響も考慮する必要があることから、
個別の消火薬剤の有効性や健康・環境への影響に関
する評価方法とともに、消火薬剤の効果的な使用方
法等を示す必要がある。

（4）災害復旧及び二次災害の防止活動
ア　検証から得られた課題
　被害を受けた森林について、被害状況の把握と迅
速な復旧が重要であり、また、激甚災害地にあって
は土砂流出等の山地災害リスクが高まるおそれがあ
る。

イ　今後の対応策
　復旧を進めるために必要となる森林所有者の情報
の整理、広域的な連携体制の検討、災害被災木の受
入可能施設の情報の整理や土砂災害等が起こり得る
危険箇所の山地の荒廃状況に関する調査・点検及び
治山施設の整備といった対策の適切な実施を促進す
る。

赤外線カメラによる延焼範囲の確認の様子

おわりに5
　消防庁においては、一連の大規模林野火災を踏ま
えて、林野火災における予防・警報の実効性向上、
緊急消防援助隊や常備消防の更なる充実強化、消防
団を中核とした地域防災力の底上げ、多様な技術の
活用・開発などを通じ、全国の消防機関や地方公共
団体と連携した消防防災対策の強化に一層注力して
いくこととしている。
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トカラ列島近海を震源とする地震によ
る被害及び消防機関等の対応状況1

（1）災害の概要
　令和７年６月21日から鹿児島県のトカラ列島近海
で地震活動が活発化し、震度１以上を観測する地震
が９月12日10時時点までに2,327回発生した。６月
30日18時33分、悪石島で震度５弱の地震が発生し、
7月2日４時32分、同日15時26分にも震度5弱の地
震が発生した。その後、７月３日16時13分に、震度
６弱を観測する地震が発生したほか、７月５日6時
29分、７月６日14時01分、同日14時07分に、震度５
強を観測する地震、７月7日0時12分に、震度５弱
を観測する地震が発生した。
　なお、この災害による人的被害は報告されていな
いが、住家被害は鹿児島県十島村において一部破損
１棟となっている（令和７年11月14日現在）。

（2） �政府の主な動き、消防庁の対応及び消防機
関等の活動

ア 政府の主な動き
　政府においては、6月30日18時37分に情報連絡室
を設置し、情報収集等を行った。その後、7月3日
16時17分に官邸対策室へ改組し、緊急参集チームに
よる協議が開始され、情報集約を行うとともに、政
府としての対応方針が検討された。

イ 消防庁の対応
　消防庁では、6月30日18時33分に消防庁応急対策
室長を長とする消防庁災害対策室（第１次応急体
制）を設置し、同日18時40分に震度5弱を観測した
鹿児島県に対して、適切な対応及び被害報告を要請
した。また、十島村が複数の島から構成され、常備
消防が存在しない非常備団体であり、村役場が島内
に存在しないことを考慮し、その後の地震に備え、
十島村役場と各島の被害情報の収集体制について確
認を行った。７月３日16時13分に震度６弱を観測し
たことを受け、同時刻に消防庁長官を長とする消防

カムチャツカ半島付近の地震に伴う津波に
よる被害及び消防機関等の対応状況2

（1）災害の概要
ア　地震及び津波の概要
　令和７年７月30日8時24分にカムチャツカ半島付
近を震源とするマグニチュード8.8の地震が発生し
た。気象庁が、8時37分に北海道から近畿地方の太
平洋沿岸、宮崎県及び小笠原諸島に津波注意報を発
表し、その後、9時40分に北海道から近畿地方の太
平洋沿岸、伊豆諸島及び小笠原諸島を津波警報に切
り替えるとともに、北海道日本海沿岸北部から宮古
島・八重山地方にかけて広い範囲に津波注意報を発

庁災害対策本部（第３次応急体制）へ改組し、応急
体制の強化を行うとともに、速やかに十島村に対し
て、適切な対応及び被害報告を要請した。

ウ 被災自治体等の対応
　鹿児島県では、7月3日に鹿児島県防災ヘリコプ
ターが情報収集活動を実施し、避難場所及び土砂崩
れの映像を官邸等に共有した。悪石島等の消防団員
は、７月３日の震度6弱の地震発生後、島内を巡回
し被害状況の把握や避難誘導を行った。また、その
後も島に残り、島民の安否確認等を継続して行っ
た。4日には島外避難を希望した悪石島の島民13人
がフェリーで鹿児島市内に避難を行ったほか、6日
以降も順次、希望者の島外避難を行った。

近年の大規模災害等への対応
2特集

十島村悪石島の避難場所の様子
（鹿児島県防災ヘリコプターから提供）
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特集2-1図　津波警報等の発表状況（7月30日09時40分）発表

（気象庁提供）

イ　被害の状況
　この津波により、避難中の事故や転倒など、三重
県において死者１人、北海道及び宮崎県において合
わせて負傷者19人の人的被害が発生した。また、こ
の津波による住家被害は報告されていない（令和７
年11月14日現在）。なお、各地の被害状況は、特集２
-1表のとおりである。

（2） �政府の主な動き、消防庁の対応及び消防機
関等の活動

ア 政府の主な動き
　政府においては、7月30日8時37分に情報連絡室
を設置し、情報収集等を行った。その後、同日9時
40分に官邸連絡室へ改組し、同日16時30分には関係
省庁局長級会議を開催し、情報集約を行うととも
に、政府としての対応方針が検討された。

イ 消防庁の対応
　消防庁では、７月30日８時37分に応急対策室長を
長とする消防庁災害対策室（第１次応急体制）を設
置した。8時42分に津波注意報が発表された地域に
対し適切な対応及び被害報告を要請した。9時40分
に津波警報が発表されたことを受け、同時刻に国民
保護・防災部長を長とする消防庁災害対策本部（第
２次応急体制）に改組し、９時43分には、新たに津
波警報・注意報が発表された地域に対して適切な対
応及び被害報告を要請した。
　また、猛暑の中、津波警報・注意報が長時間継続
したことから、同日18時30分に避難者の熱中症予防
対策に関する留意事項について、関係都道府県を通
じて消防本部に周知した。本周知では、避難中の方
が熱中症により救急搬送された場合は、消防庁への
報告を要請し、同報告によると、中等症2人、軽症
10人（8月4日18時30分時点）であった。

ウ 被災自治体等の対応
　津波警報又は津波注意報が発表された市町村で
は、順次、避難指示等を発令し、避難を呼び掛け
た。最大で21都道県の200万人を超える住民に避難
指示が発令された。

令和７年８月６日からの大雨等による
被害及び消防機関等の対応状況3

（1）災害の概要
ア　気象の状況
（ア）令和７年８月６日からの気象の状況
　8月6日から12日にかけて、日本付近に停滞した
前線や前線上の低気圧に向かって日本の南や東シナ
海から暖かく湿った空気が流れ込んだため、北日本
から西日本の広い範囲で大気の状態が非常に不安定
となり、各地で24時間降水量が観測史上1位を更新

都道
府県

人的被害 住家被害

死者 行方 
不明者

負傷者
合計 全壊 半壊 床上 

浸水
床下 
浸水

一部 
破損 合計うち 

災害関連死者 重傷 軽傷 小計

人 人 人 人 人 人 人 棟 棟 棟 棟 棟 棟
北海道 1 17 18 18
三重県 1 1
宮崎県 1 1 1
合計 1 1 18 19 20

特集2-1表　被害状況（人的・住家被害）（令和７年11月14日現在）

表し、警戒を呼び掛けた。北海道から沖縄県にかけ
て津波を観測し、津波の高さの最大は岩手県の久慈
港の141cmであった。 特

集
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するなど記録的な大雨となった。
　6日から7日は低気圧や前線の影響により石川県で
線状降水帯が発生するなど、北陸地方で大雨となった。
　8日は前線が九州付近に南下して鹿児島県で線状
降水帯が発生し、大雨特別警報が発表されるなど、
九州南部で大雨となった。9日から11日までは前線
が九州付近に停滞して、福岡県、山口県、大分県、
熊本県、長崎県で線状降水帯が繰り返し発生し、熊
本県に大雨特別警報が発表されるなど、九州北部地
方を中心に大雨となった。
　6日から12日にかけての雨量は、熊本県や福岡県
では600ミリを超えたほか、その他の九州北部地
方、九州南部、北陸地方、及び甲信地方でも500ミ
リを超え、平年の8月の月降水量の3倍以上となっ
た地点があった。

（イ）令和７年９月３日からの気象の状況
　９月３日は、北日本に停滞した前線の影響で、東
北地方や北陸地方を中心に大雨となった所があっ
た。４日には日本の南で台風第15号が発生し、西日
本から東日本に接近・上陸した影響で、４日は九州
南部を中心に、５日は西日本から北日本の太平洋側
で大雨となった。特に４日には宮崎県で、５日には
静岡県と神奈川県で線状降水帯が発生し、静岡県で
は350ミリを超える大雨となったほか、牧之原市か
ら吉田町にかけて風速約75m/sと推定される国内最

大級の強さの竜巻が発生した。

イ　被害の状況
（ア）令和７年８月６日からの大雨による被害の状況
　８月６日からの大雨により、熊本県上益城郡甲佐
町で土砂災害が発生するなど、死者・行方不明者9
人、負傷者40人の人的被害が発生した。
　また、住家被害は、熊本県8,393棟、鹿児島県
1,847棟など、計1万1,373棟となっている（令和７
年11月14日現在）。なお、各地の被害状況は、特集
2-2表のとおりである。

（イ）令和７年９月３日からの大雨による被害の状況
　９月３日からの大雨により、関東地方や東海地
方、九州地方において広範囲に降雨による浸水等が
発生したほか、静岡県等では突風による被害が発生
した。なお、各地の被害状況は、特集2-3表のとお
りである。

（2） �政府の主な動き、消防庁の対応及び消防機
関等の活動

ア 政府の主な動き
（ア）令和７年８月６日からの大雨に対する対応
　政府においては、８月６日17時30分に情報連絡室
を設置するとともに、関係省庁災害警戒会議を開催
し、地方公共団体や国民に対し大雨への警戒を呼び

特集2-2表　令和7年８月６日からの大雨による被害状況（人的・住家被害）（令和７年11月14日現在）

都道府県

人的被害 住家被害

死者 行方 
不明者

負傷者
合計 全壊 半壊 床上 

浸水
床下 
浸水

一部 
破損 合計うち 

災害関連死者 重傷 軽傷 小計

人 人 人 人 人 人 人 棟 棟 棟 棟 棟 棟
北海道 5 30 35
青森県 2 3 5
秋田県 1 19 5 114 3 142
茨城県 2 2
栃木県 1 1
神奈川県 1 1
新潟県 3 11 5 19
富山県 1 1 1 2 3 1 15 16
石川県 1 2 3 3 1 37 20 475 5 538
京都府 2 2 2 1 1 2
島根県 1 1
広島県 5 5
山口県 1 1 1 15 22 76 3 116
福岡県 2 2 2 4 1 62 145 9 217
佐賀県 1 1
長崎県 2 1 3 6
熊本県 4 1 3 22 25 30 27 2,607 39 66 5,654 8,393
大分県 6 5 14 1 26

鹿児島県 1 5 5 6 9 14 1,002 757 65 1,847
合計 8 1 5 35 40 49 39 2,698 1,168 1,712 5,756 11,373
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掛けた。
　８月８日５時00分に鹿児島県霧島市に大雨特別警
報が発表されたことを踏まえ、同時刻に官邸連絡室
に改組した。
　その後、８月11日には関係省庁災害対策会議を開
催し、既に判明した被害及び対応状況について関係
省庁間の情報共有と今後の対応の確認を行った。

（イ）令和７年９月３日からの大雨に対する対応
　政府においては、９月３日16時00分に情報連絡室
を設置するとともに、関係省庁災害警戒会議を開催
し、地方公共団体や国民に対し大雨への警戒を呼び
掛けた。

イ 消防庁の対応
（ア）令和７年８月６日からの大雨に対する対応
　消防庁においては、８月６日17時30分に応急対策
室長を長とする消防庁災害対策室（第１次応急体
制）を設置し、情報収集の強化を図るとともに、同
日17時55分に都道府県及び市区町村に対し「令和7
年８月６日からの低気圧と前線による大雨について
の警戒情報」を発出し、災害対応に万全を期すよう
呼び掛けた。その後、８月８日５時00分に鹿児島県
霧島市に対して大雨特別警報が発表されたことを受

け、同時刻に国民保護・防災部長を長とする消防庁
災害対策本部（第２次応急体制）に改組し、応急体
制の強化を行うとともに、鹿児島県に対し適切な対
応及び被害報告を要請した。さらに８月11日０時20
分に熊本県玉名市、長洲町に対して大雨特別警報が
発表されたことを受け、熊本県に対し適切な対応及
び被害報告を要請した。被害の大きかった鹿児島
県、熊本県の周辺５県のヘリコプターの応援可否の
確認を行い、熊本県に対しては、必要に応じ緊急消
防援助隊等を要請するよう助言した。

（イ）令和７年９月３日からの大雨に対する対応
　消防庁においては、９月３日16時00分に応急対策
室長を長とする消防庁災害対策室（第１次応急体
制）を設置し、情報収集の強化を図るとともに、同
日16時25分に都道府県及び市区町村に対し「令和７
年９月３日からの前線と熱帯低気圧による大雨につ
いての警戒情報」を発出し、災害対応に万全を期す
よう呼び掛けた。

ウ 被災自治体等の対応
（ア）令和７年８月６日からの大雨に対する対応
　８月６日からの大雨を受け、秋田県や石川県、九
州各県等の8県において災害対策本部が設置され、

特集2-3表　令和7年９月３日からの大雨による被害状況（人的・住家被害）（令和７年11月14日現在）

都道府県

人的被害 住家被害

死者 行方 
不明者

負傷者
合計 全壊 半壊 床上 

浸水
床下 
浸水

一部 
破損 合計うち 

災害関連死者 重傷 軽傷 小計

人 人 人 人 人 人 人 棟 棟 棟 棟 棟 棟
北海道 3 3 3 6 19 61 86
宮城県 2 1 3
秋田県 24 10 227 3 264
福島県 9 9 18
茨城県 3 20 23
栃木県 1 10 30 41
群馬県 2 2 32 36
千葉県 5 5
東京都 1 1 1 2 1,297 449 1,746
神奈川県 1 88 50 4 143
新潟県 2 2 2 1 40 272 39 352
岐阜県 6 6
静岡県 1 13 75 88 89 76 321 22 191 1,749 2,359
愛知県 11 22 61 6 100
三重県 112 155 267
京都府 1 1
大阪府 1 6 7
島根県 2 23 1 26
広島県 1 10 24 35
長崎県 4 6 10
大分県 8 8
宮崎県 1 1 1 1 6 7
合計 2 13 82 95 97 77 360 1,627 1,565 1,914 5,543
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16道県の被災市町村においては、緊急安全確保や避
難指示を発令し、早期の避難を呼び掛けた。大雨特
別警報が発表され、多数の土砂災害等が発生してい
た熊本県及び鹿児島県においては、防災ヘリコプ
ターによる救助活動等を実施した。
　特に、熊本県においては、県内応援隊３消防本部
７隊が八代広域行政事務組合消防本部に向け出動
し、活動を実施した。相互応援協定によるヘリコプ
ターの応援を要請、長崎県、佐賀県及び鹿児島県の
防災ヘリコプターが情報収集活動、孤立住民等計29
人の搬送や物資支援等の救助活動を行った。

（イ）令和７年９月３日からの大雨に対する対応
　９月３日からの大雨を受け、静岡県、三重県、広
島県等の7県において災害対策本部が設置され、13
都県の被災市町村においては、避難指示を発令し、
早期の避難を呼び掛けた。
　特に、竜巻により多数の住家被害が発生した静岡
県牧之原市においては、同市を管轄する静岡市消防
局が、牧之原市からの要請に基づき、家屋等の応急
対策として、緊急性や危険度を踏まえて、市民に直
接被害が及ぶ可能性のある事案への対応を⾏った。
消防隊、特別救助隊等は、瓦の除去等の高所作業を
中心に技術系ボランティア団体と連携して、９月18

日から９月30日までの間で、６日間、11隊、隊員延
べ39人、４棟の被害家屋で活動した。

切迫する大規模災害への備え4

（1）国土強靱化に向けた取組の推進
　気候変動に伴い激甚化・頻発化する気象災害や、
切迫する南海トラフ地震、首都直下地震、日本海
溝・千島海溝周辺海溝型地震などの大規模地震か
ら、国民の生命・財産・暮らしを守り、国家・社会
の重要な機能を維持するため、防災・減災、国土強
靱化に向けた取組を切れ目なく推進する必要がある。
　政府は「防災・減災、国土強靱化のための３か年
緊急対策」（平成30年12月14日閣議決定）や「防
災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」
（令和２年12月11日閣議決定）として、ハード・ソフ
ト両面からの国土強靱化のための対策を進めてき
た。加えて、令和7年6月6日、「第１次国土強靱化
実施中期計画」を閣議決定し、計画期間である令和
8年度から令和12年度までの５年間の取組を定めた。
　同計画には「推進が特に必要となる施策」のう
ち、消防関連施策としては、緊急消防援助隊の車両
整備等による災害対応能力の強化、消防団の更なる
災害対応能力の強化、消防分野におけるDX・新技
術の活用、マイナ救急の全国展開・機能拡充、Jア
ラートによる住民に対する災害情報の迅速かつ確実
な伝達等の施策が位置付けられ、今後、同計画に基
づき、消防防災力強化を着実に推進していく。

（2）南海トラフ地震に係る防災対策の推進
　南海トラフ地震については、平成23年３月に発生
した東北地方太平洋沖地震に伴う甚大な被害を踏ま

救助活動の様子
（八代広域行政事務組合消防本部提供）

消防機関による高所作業の様子
　　（静岡市消防局提供）

被害の状況
（上益城消防組合消防本部提供）
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え、「科学的に想定し得る最大規模の地震・津波」
を想定した防災対策の検討が必要となり、その検討
を踏まえた「南海トラフ地震防災対策推進基本計
画」を平成26年３月に策定した。
　令和６年３月に同基本計画の策定から10年を迎え
たことを踏まえ「南海トラフ巨大地震モデル・被害
想定手法検討会」及び「南海トラフ巨大地震対策検
討ワーキンググループ」において、近年の社会変化
や自然災害等の特徴を踏まえた被害想定の見直しや
新たな防災対策の検討がなされた。これを受けて、
南海トラフ地震に係る地震防災対策の円滑かつ迅速
な推進のため、令和７年７月の第45回中央防災会議
において同基本計画の変更が行われ、地震・津波か
ら命と社会を守るための「命を守る」対策と直接的
被害から助かった命や生活を維持するための「命を
つなぐ」対策を新たに定め、重点的に推進すること
とされた。
　新たに定められた対策のうち、消防関連施策とし
て、電気に起因する出火の防止を図るための感震ブ
レーカーの普及や緊急消防援助隊、消防団等の充実
強化、防災行政無線等の多様な防災情報伝達手段の
整備等に関する対策が盛り込まれた。消防庁として
は、今後、同基本計画に基づき、消防防災力強化を
着実に推進していく。

（3）首都直下地震に係る防災対策の推進
　首都直下地震については、平成23年３月に発生し
た東北地方太平洋沖地震に伴う甚大な被害を踏まえ
「首都直下地震対策検討ワーキンググループ」を設
置し、地震モデルと首都直下地震対策の検討を行
い、その検討を踏まえた「首都直下地震緊急対策推
進基本計画」を平成27年３月に策定した。
　令和７年３月に同基本計画の策定から10年が経過
したことを踏まえ、「首都直下地震モデル・被害想
定手法検討会」及び「首都直下地震対策検討ワーキ
ンググループ」において、最新の科学的知見や東京
圏を取り巻く状況の変化、これまでの防災対策の進
捗状況を踏まえた被害想定の見直しや新たな防災対
策の検討がなされ、令和７年12月に報告書が取りま
とめられた。首都直下地震の死者数と全壊・焼失棟
数の多くは、火災によるものであり、火災対策が重
要である。このため、報告書においては、火災対策
について、地域の特性・事情に合わせて、感震ブ
レーカーの普及促進や初期消火機材の配置などのソ

フト対策を講じていく必要性が提言されている。
　この報告書を受けて、現在、政府内においては、
首都直下地震緊急対策推進基本計画及び政府業務継
続計画の見直しに向けて検討を進めているところで
ある。
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緊急消防援助隊の充実強化
3特集

緊急消防援助隊1
（1）創設の経緯
　平成７年１月17日午前５時46分に発生した阪神・
淡路大震災では、死者・行方不明者6,437人、負傷
者4万3,792人、住宅被害63万9,686棟という甚大な
被害が生じ、兵庫県内の消防応援と併せて全国41都
道府県から、延べ約３万人の消防応援が行われた。
　本地震では、地元の地方公共団体による被害状況
の把握や応援要請などの基本的な対応が困難とな
り、初動対応に支障が生じた。また、全国からの消
防広域応援を行うに当たり、応援部隊の迅速な出動
体制や指揮命令系統の整備、応援のための車両・資
機材の確保など、様々な課題が浮き彫りとなった。
　これらの課題に対応し、国内で発生した地震等の
大規模災害における人命救助活動等をより効果的か
つ迅速に実施できるよう、全国の消防機関相互によ
る援助体制として、同年６月、緊急消防援助隊が創
設され、平成15年の消防組織法改正により法制化さ
れた。

（2）運用体制
　大規模災害等が発生した際には、消防組織法第44
条に基づき、被災都道府県知事からの応援要請を受
け又は応援要請を待たずに、消防庁長官の求め又は
指示により、全国から消防部隊が被災地へ集中的に
出動する仕組みとして確立している。
　さらに、創設当初1,267隊であった登録隊数は
6,731隊（令和７年４月１日現在）まで増加させて
きたほか、実災害における課題や経験を踏まえ、車
両や資機材の増強を図るなど、緊急消防援助隊を充
実強化してきた。
　今後、南海トラフ地震、首都直下地震、日本海
溝・千島海溝周辺海溝型地震などの国家的な非常災
害の発生が切迫する中、緊急消防援助隊の充実強化
を更に進めていくことが、ますます重要となってい
る。

近年における緊急消防援助隊の活動2
　緊急消防援助隊は、平成７年の創設以降、令和７
年11月までに47回出動（地震19回、土砂・風水害17
回、火災６回、その他５回）（資料2-8-4）し、様々
な大規模災害に対応してきた。特に平成23年３月11
日に発生した東日本大震災においては、創設以降初
となる消防庁長官の出動指示により、88日間にわた
り、延べ3万1,166隊、延べ約11万人の緊急消防援
助隊が消火、救助、救急等の活動を実施した。な
お、これまで消防庁長官の「出動の指示」は、６回
にのぼる。
　近年においても、令和６年能登半島地震、令和６
年９月奥能登豪雨、岩手県大船渡市林野火災、愛媛
県今治市林野火災等、大規模な地震災害や林野火
災、激甚化・頻発化する土砂・風水害などに対し、
迅速かつ的確に対応している。

（1）令和６年能登半島地震
　令和６年１月１日に石川県能登半島地方を震源と
する地震が発生した。災害の規模等に照らし、被災
県知事からの要請を待たずに消防庁長官の「出動の
求め」を行った。その後、災害の甚大性等を踏ま
え、この災害の緊急消防援助隊の出動を消防庁長官
の「出動の指示」に切り替え、指示を受けた21都府
県の緊急消防援助隊が出動し、52日間にわたり、延
べ1万6,992隊5万9,332人が活動した。
　陸上隊は、道路損壊や土砂崩落等により、一部道
路が使えない状況の中、比較的小型な消防車両を活
用した進出に加え、関係機関と連携し、空路・海路
による進出など、様々な手段を尽くして被災地入り
し、活動を開始した。積雪寒冷地等であったことに
より、過酷な環境での活動及び宿営であったが、迅
速に安否不明者等の捜索・救助活動を行ったほか、
医療関係者と連携した避難所からの救急搬送や、病
院や高齢者入居施設からの転院搬送、被災消防本部
の業務支援等を行った。航空隊は、消防防災ヘリに
よる救助活動や孤立集落への物資搬送を行った。
　県内応援隊や警察・自衛隊等と連携の下、緊急消
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防援助隊の活動で、295人を救助した。

（2）令和６年９月奥能登豪雨
　石川県能登半島で線状降水帯が発生、奥能登地方
を中心に記録的な豪雨となり、輪島市、珠洲市及び
能登町で、河川の氾濫、浸水、がけ崩れ等複数の土
砂災害が発生した。
　石川県知事からの要請に基づき、消防庁長官の
「出動の求め」を受けた10府県の緊急消防援助隊が
出動し、13日間にわたり、延べ1,788隊6,318人が活
動した。
　陸上隊は、ドローンや映像伝送装置を活用した情
報収集活動や消防応援活動調整本部等と情報を共有
するとともに、重機等を活用し、倒壊家屋のがれき
等を除去しながら広範囲における安否不明者の救助
活動を行った。航空隊は、消防防災ヘリによる上空
からの捜索活動、孤立集落での救助活動や物資搬送
を行った。
　県内応援隊や警察・自衛隊等と連携の下、緊急消
防援助隊の活動で、149人を救助した。

（3）岩手県大船渡市林野火災
　令和７年２月、岩手県大船渡市赤崎町合足地内で
出火した林野火災により、約3,370haが焼損した。
岩手県知事からの要請に基づき、消防庁長官の「出
動の求め」を受けた15都道県の緊急消防援助隊が出

動し、41日間にわたり、延べ7,618隊2万8,225人が
活動した。
　陸上隊は、市街地への延焼阻止を主目的に、海水
利用型消防水利システム等を活用するとともに、安
全を確保しながら消火活動を行った。航空隊は、消
防防災ヘリによる連続的な空中消火を行った。ま
た、ドローンや消防防災ヘリのカメラを活用した上
空からの情報収集活動や熱源探査により、陸上隊と
航空隊が連携した消火活動及び残火処理を行った。

（4）愛媛県今治市林野火災
　令和７年３月、愛媛県今治市長沢地内で出火した
林野火災により、481.6haが焼損した。愛媛県知事
からの要請に基づき、消防庁長官の「出動の求め」
を受けた８府県の緊急消防援助隊が出動し、17日間
にわたり、延べ636隊2,301人が活動した。陸上隊
は、市街地への延焼阻止を主目的に消火活動や巡
回・警戒活動を行った。航空隊は、消防防災ヘリに
よる連続的な空中消火を行った。また、ドローンや
消防防災ヘリのカメラを活用した上空からの情報収
集活動や熱源探査により陸上隊と航空隊が連携した
消火活動及び残火処理を行った。
 

捜索救助活動の様子（令和６年能登半島地震）

ヘリの活動の様子（岩手県大船渡市林野火災）

残火処理の様子（愛媛県今治市林野火災）

捜索救助活動の様子（令和６年９月奥能登豪雨）
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「緊急消防援助隊の編成及び整備等に係
る基本的な事項に関する計画」の改定3

（1）基本計画の改定の経緯
　緊急消防援助隊の編成等については、消防組織法
第45条に基づき、総務大臣が定める「緊急消防援助
隊の編成及び施設の整備等に係る基本的な事項に関
する計画」（平成16年2月策定。以下、本特集にお
いて「基本計画」という。）において、隊の規模や
編成、車両の整備計画などを定め、概ね５年ごとに
改定してきた。
　令和７年３月、近年の実災害での教訓を踏まえる
とともに、南海トラフ地震、首都直下地震、日本海
溝・千島海溝周辺海溝型地震など甚大な被害が想定
される大規模災害に的確に対応できるよう、基本計
画を改定した。

（2）基本計画の改定内容
ア　登録目標隊数の増強
　南海トラフ地震、首都直下地震、日本海溝・千島
海溝周辺海溝型地震をはじめとした大規模災害に的
確に対応できるよう、消火、救助及び救急の主要３

小隊、後方支援小隊、航空小隊等の増隊に加え、機
能強化に向けた部隊を創設（後述イ）し、登録目標
隊数を7,200隊（令和7年4月1日現在6,731隊登
録）とする（特集3-1表）。

イ　機能強化に向けた部隊の創設
　次の（ア）～（ウ）のとおり、情報統括支援隊、安
全管理部隊及び救急特別編成部隊を新たに創設し、
ＤＸの推進、隊員の安全管理等にも対応できる緊急
消防援助隊の充実・強化を図る（特集3-1図）。

特集3-1表　基本計画の改定と登録目標隊数
改定時期 登録目標隊数

平成16年策定 3,000隊
平成18年改定 4,000隊
平成21年改定 4,500隊
平成26年改定 6,000隊
平成31年改定 6,600隊
令和７年改定 7,200隊

改改正正後後のの基基本本的的なな部部隊隊編編成成

ヘリコプター等で迅速に現地に展開し、被災状況
の把握、消防庁との連絡調整、現地消防機関の指
揮支援を行う

指揮支援部隊
都道府県大隊長

被災市町村の
消防本部で指揮支援

都道府県庁の
消防応援活動
調整本部で指
揮支援

指揮支援隊長指揮支援部隊長

活動拠点ヘリベース
で指揮支援

航空指揮支援隊長 航空小隊

航空後方支援小隊

都道府県庁の消防応援
活動調整本部で指揮支
援部隊長を補佐

救急特別編成部隊

消火小隊

救急小隊

救急小隊

水上中隊 特殊災害中隊通信支援中隊

消火中隊 救助中隊

後方支援中隊

救急中隊

特殊装備中隊

安全管理指揮隊

救急小隊

その他小隊
安全管理部隊長

救急特別編成部隊長

救急小隊 その他小隊

情報統括支援隊長

新新設設

新新設設

指揮支援隊統括指揮支援隊

情報統括支援隊

航空指揮支援隊

都 道 府 県 大 隊

航 空 部 隊

エネルギー・産業基盤災害即応部隊

土砂・風水害機動支援部隊

ＮＢＣ災害即応部隊

都道府県大隊指揮隊

統括救急隊

安全管理部隊

新新設設

特集3-1図　基本計画改定後の基本的な部隊編成
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（ア）情報統括支援隊
　緊急消防援助隊の出動時には、刻々と変わる状況
に応じ、情報収集、情報整理、方針の決定・共有を
繰り返していくこととなる。これまで、これらの情
報収集等は、消防救急デジタル無線などによる音声
等を用いて行うことが基本となっていたが、被害等
の情報が過多となった場合でもデジタルツールを活
用して、情報を効率的に収集、整理等することが必
要になるため、情報統括支援隊を創設した。
　情報統括支援隊は、無線等のアナログ手法に加
え、タブレット端末、スマートフォンなどのデジタ
ルツールを活用し、リアルタイムで災害映像、災害
情報を収集し、情報の整理・分析・共有を行うこと
を主任務とし、統括指揮支援隊による増隊判断や部
隊配置判断などを補佐する。このため、全国で約10
隊を目安に情報統括支援隊を登録することとし、各
隊には情報の効率的な整理・共有に資するデジタル
作戦卓及び車両を配備する。

（イ）安全管理部隊
　緊急消防援助隊が出動する大規模災害
は、通常とは異なる災害態様であること
から、隊員が十分に予知することが困難
な危険性が内在しており、受傷や殉職を
防ぐため安全管理を徹底する必要があ
る。また、長期間にわたり慣れない土地
での活動であることから、隊員の体調管
理や労務管理も一層重要となる。
　このため、緊急消防援助隊における安
全管理体制を強化する観点から、安全管
理部隊を創設し、各都道府県に１隊を目
安に、安全管理部隊指揮隊（全国で約50
隊）を登録することとしている。

　安全管理部隊は、俯瞰的に活動現場を監視し、二
次災害の防止を図るとともに、隊員の活動時間の管
理による疲労管理などの安全管理を主任務とする。
さらに、専門的な知見を有する関係機関等からの情
報を得て、都道府県大隊指揮隊への助言や危険情報
の伝達を行うなど、安全管理体制の一層の強化を図
る。

（ウ）救急特別編成部隊
　緊急消防援助隊の出動期間中、大規模災害による
多数の傷病者や病院の機能亡失に伴う入院患者等の
転院搬送が多数発生した場合、そこで活動する都道
府県大隊では救急隊が不足する可能性があるが、部
隊の追加派遣には時間を要する場合がある。
　このように、一時的に救急部隊の増隊が必要とな
る場合に、指揮命令系統を明確化した上で、複数の
都道府県大隊の救急中隊を一体として運用できるよ
う、救急特別編成部隊を創設し、各都道府県に１隊
を目安に、救急特別編成部隊統括救急隊（全国で約
50隊）を登録することとしている。（特集3-2図）

安全管理部隊の活動が必要な場所

救救急急特特別別編編成成部部隊隊長長
（（統統括括救救急急隊隊長長））

救救急急特特別別編編成成部部隊隊
統統括括救救急急隊隊

救救急急小小隊隊等等

救救急急小小隊隊等等

救救急急小小隊隊等等

特集3-2図　救急特別編成部隊の基本的な部隊編成
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ウ　�令和６年能登半島地震等の教訓を踏まえた部隊
運用の強化

（ア）能登半島地震を踏まえた運用改善
　能登半島地震では、大型車両の陸路進出が難し
く、自衛隊等と連携して空路や海路から進出した。
これを受け、迅速かつ的確な活動のために空路や海
路での進出が必要である場合には、車両以外の手段
による進出を行うこととしたほか、大型車両のみの
編成とするのではなく、災害の様態に応じて小型車
両も含めた適切な車両を選定・編成することとした。
　また、緊急消防援助隊地域ブロック合同訓練等を
はじめ、平時から関係機関連携に努めることを明記
した。

（イ）�消防庁長官の「出動の指示」の考慮事項の見
直し

　令和３年の災害対策基本法の改正により、国の防
災体制の強化の観点から、防災担当大臣を本部長と
する「特定災害対策本部」の設置に関する制度が設
けられた。これを踏まえ、消防庁長官による出動指
示とする場合の考慮事項に、特定災害対策本部の設
置状況を追加した。

（ウ）�大型で猛烈な台風、線状降水帯等の際の出動
準備都道府県の柔軟な対応

　基本計画では緊急消防援助隊の出動計画として、
第一次出動都道府県大隊及び出動準備都道府県大隊
が定められている。しかし、台風の進路となること
が予測される都道府県大隊などが緊急消防援助隊と
しての出動又は出動準備が困難である場合に、当該
都道府県以外の都道府県に対し、出動又は出動準備
をさせることができるよう規定した。

（エ）�一の都道府県大隊を複数被災市町村へ派遣す
る運用

　一の都道府県大隊は原則として、一の被災市町村
に応援に入り活動する。しかしながら、多くの被災
市町村への対応が必要になった場合や、災害状況の
変化により新たな応援先が生じた場合などには、他
の都道府県大隊の出動では活動開始までに多くの時
間を要してしまう。このような場合に、迅速かつ効
率的な対応をするため、活動中の都道府県大隊を一
時的に分割して柔軟に活動させることがあり得るこ
とを明確にした。

（3）訓練を通じた緊急消防援助隊の充実強化
　車両・資機材の充実を含む体制整備等の運用面へ
の定着、緊急消防援助隊の技術及び連携活動能力の
向上、関係機関との連携強化や被災都道府県等の受
援体制の強化などを一層推し進めるため、基本計画
に基づき、平成８年度から全国６ブロックにおい
て、地域ブロック合同訓練を毎年実施している。ま
た、令和４年に静岡県で開催した第６回全国合同訓
練に続き、第７回の全国合同訓練を令和８年度に北
海道及び宮城県で実施することとする。実施内容
は、令和７年３月に策定した「日本海溝・千島海溝
周辺海溝型地震アクションプラン」の実効性の検証
を目的に「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震」を
想定災害として、今後消防庁において、開催地道県
等と共同で検討を進めていく。

自衛隊輸送機による部隊輸送の様子
（令和６年能登半島地震）
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令和７年岩手県大船渡市林野火災等を
踏まえた取組4

　令和７年岩手県大船渡市林野火災では、地元消防
本部も含め１日当たり最大約2,100人規模で、昼夜
を分かたず消防活動等に従事した。陸上からの消火
活動では、市街地への延焼阻止を主眼に、住家付近
に延焼阻止線を設定して、予防散水や消火活動が行
われたほか、安全を確保しつつ、林野内に入っての
消火活動も行われた。空中からの消火活動では、延
焼阻止及び消火に向け、自衛隊と連携して、ヘリコ
プターによる空中からの散水が行われた。
　これまでの実災害や訓練等を踏まえ、統括指揮支
援隊と航空指揮隊が共通のグリッド図を活用し、十
分に連携して空中消火・地上消火を行うなど成果を
あげた一方で課題も明らかになった。強風等による
急激な延焼拡大や飛び火による広範囲の延焼が見ら
れ、刻々と変化する火災の状況について、夜間も含
めて的確に把握する必要があった。山間部で水利の
確保が難しく、複雑な地形や狭隘な道が多く侵入や
大型車の進出に苦慮した。昼夜を通じた消火活動の
ため隊員の疲労管理が重要となった。これらの課題
や教訓を踏まえ、緊急消防援助隊の更なる充実に向
け、以下の取組を図っていく。

（1）的確な情報把握
　ヘリコプターやドローン等の情報把握に資する資
機材を整備するとともに、緊急消防援助隊に新設さ
れた情報統括支援隊の活用等により迅速で継続的な
情報把握体制を構築していく。

（2）早期の応援要請
　林野火災では散水量の大きい自衛隊の大型ヘリコ
プターによる空中消火が有効であるため、平時より
消防機関、都道府県及び自衛隊との間で連絡・情報
共有体制を構築し、災害時の円滑な要請及び活動が
できるよう関係強化に努めていく。
　特に自衛隊の大型ヘリコプターが活動するため、
地方公共団体は、平素の段階からヘリコプターの活
動基盤の確保に係る準備に加え、自衛隊への災害派
遣要請に先立ち、当該活動基盤を選定しておく。
　地元消防本部は、時機を逸することなく都道府県
内応援、必要な場合には、躊躇なく緊急消防援助隊
の出動要請を行う。このため、林野火災に係る応援
要請基準を各消防本部の受援計画で明確化し、受援
計画に基づいた訓練を定期的に行い、都道府県消防
相互応援協定において受援業務をサポートする体制
について、都道府県及び都道府県内の消防本部と協
議しておく。

第６回緊急消防援助隊全国合同訓練の様子

大船渡市三陸町での延焼の様子

ドローンを活用した情報収集活動の様子
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（3） �長期間にわたる消火活動に必要な体制及び
消防水利の確保

　海や河川等の自然水利を消防用水として活用でき
る海水利用型消防水利システムのほか、大型水槽付
き放水車等の水利確保に有効な車両の整備を進める。
　また、車両が進入できない林野内にも送水や放水
が可能となるよう、大型仮設水槽をはじめとした資
機材等の充実強化を行う。
　さらに、建設業等の民間事業者等が所有するコン
クリートミキサー車やコンクリートポンプ車等の車
両の活用に関して協定等を締結しておくなど、消防
用水の確保等に関する民間事業者等との連携も強化
する。

（4）山間部での部隊投入と消火活動
　山林内でも走破性が高く、簡易水槽やポンプ、背
負い式消火水のうなどの資機材を搭載した林野火災
対策ユニット車を整備する。
　また、ドローンの熱源探査や熱画像直視装置等、
林野火災対応において有効な資機材の更なる整備を
行う。
　さらに、確実な残火処理のために必要な背負い式
消火水のう等の資機材を整備する。

（5）林野火災に対応した安全管理
　林野火災は夜間の延焼拡大を阻止するため昼夜を
通じて消火活動に従事する必要があることから、早
期に長期ローテーションを確立し、隊員の活動時間
を組織的に管理する。
　また、新設された安全管理部隊を活用し、安全管
理を徹底する。

（6）航空部隊における消火活動の強化
　航空機による空中消火においては、安全に十分留
意した上で活動空域に見合う十分な機数を確保し、
連続的な散水に努めるなど消火効率を高める運用を
行う。
　また、大型で散水量の大きい自衛隊ヘリが出動し
ている場合には、火勢の強い箇所を担当してもらう
等、消防防災ヘリとの間で活動区域と役割分担を適
切に行う。
　あわせて、消防防災ヘリの増強と人員の確保、資
機材の整備などによる航空消防防災体制の充実強化
を図る。

おわりに5
　緊急消防援助隊の発足から30年を迎え、消防庁は
緊急消防援助隊の災害対応力の充実強化に向けた
様々な取組を行い、多くの大規模災害等において人
命救助活動等に多大なる成果を上げてきた。一方
で、災害は激甚化・頻発化していることから、実際
の災害の状況等を踏まえ、緊急消防援助隊に関する
計画を見直しつつ、隊の規模や編成、資機材の整備
を進める必要がある。また、緊急消防援助隊合同訓
練を通じて災害対応力の向上を図る等、緊急消防援
助隊の一層の充実強化を図っていく。

緊急消防援助隊による消火活動の様子
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マイナ救急の全国展開をはじめとする救急体制の確保・充実
4特集

救急業務の現況1
　令和６年中の救急自動車による全国の救急出動件
数は、771万8,380件となっており、１日平均では約
2万1,088件で、平均すると約4.1秒に１回の割合で
救急自動車が出動したことになる。また、救急自動
車による搬送人員は、676万9,172人となっている。
令和６年中の救急自動車による全国の救急出動件数
や搬送人員は集計を開始した昭和38年以降、最多と
なった。さらに、現場到着所要時間（119番通報を
受けてから現場に到着するまでに要した時間）の平
均は約9.8分（前年約10.0分）となっており、新型
コロナウイルス感染症禍（以下、本特集において
「新型コロナ禍」という。）前の令和元年と比べ、約
1.1分延伸している。また、病院収容所要時間（119
番通報を受けてから医師に引き継ぐまでに要した時
間）の平均は約44.6分（前年約45.6分）となってお
り、新型コロナ禍前の令和元年と比べ、約5.1分延

伸している。
　救急需要増大の要因の一つとして、高齢化の進展
が挙げられる。令和６年中の搬送人員に占める高齢
者の割合は63.3％となっており、高齢者の約8人に
1人が搬送されていることになる。
　また、熱中症患者が増加する夏季には、特に救急
需要の高まりが見られ、令和７年は、非常に厳しい
暑さが長期間にわたって続いたことから、５月から
９月までにおける全国の熱中症による救急搬送人員
は10万510人となり、集計を開始した平成20年以
降、最多となった（特集4-1図）。

マイナ救急の全国展開2
（1）マイナ救急の概要
　マイナ救急とは、救急隊員が傷病者の健康保険証
として利用登録されたマイナンバーカード（以下、
本特集において「マイナ保険証」という。）を活用

特集4-1図　平成20年～令和7年の熱中症による救急搬送人員の推移
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特集4-2図　マイナ救急事業イメージ図

し、病院選定等に資する傷病者の情報を把握する取
組のことである（特集4-2図）。
　現状の救急活動における傷病者の情報聴取は、主
に口頭にて行われており、医療機関選定に必要な既
往歴や受診した医療機関名などの情報を、症状に苦
しむ傷病者本人から聴取せざるを得ないことも多
い。また、傷病者本人が既往歴や受診した医療機関
名等を失念していることや、家族等の関係者が傷病
者の情報を把握していないこともあり、救急隊が傷
病者の医療情報等を正確かつ早期に把握するに当た
り、課題となっている。
　こうした課題を踏まえ、消防庁では、救急業務の
円滑化を図るため、令和４年度に救急業務のあり方
に関する検討会の下にマイナ救急に関するワーキン
ググループを設置し検討を開始した。
  
（2）これまでの取組
　令和４年度は６消防本部、30隊の参画を得て実証
実験を行った。実証実験の結果、特に高齢者、聴覚
等の障がいがある人などの情報提供に困難を伴う傷
病者への対応において、傷病者の負担軽減、正確な
情報の取得、傷病者の病態把握などの観点から、一
定の効果が確認できた。
　令和５年度は、マイナ救急のシステム構築に係る
課題等の解決に向けた検討を行い、救急隊が救急現
場で効果的にマイナ救急を活用することができるよ
う「救急隊員が傷病者の医療情報等を閲覧する仕組
みの骨子」を作成し、システムの具体的な要件や運

用方針等について整理した。
　令和６年度は、運用面の課題を改善したうえで、
67消防本部、660隊による実証事業を行ったほか、
令和５年度に整理した骨子に基づき、救急現場での
操作性に優れた救急隊専用のシステム（以下、本特
集において「マイナ救急システム」という。）の構
築を行った。

（3）実証事業の効果
　マイナ救急の効果として、救急隊にとっては、よ
り適切な処置や円滑な搬送先の選定ができ、傷病者
にとっては、症状が重い等のため、救急隊に既往歴
等を口頭で情報提供することが困難な場合に負担が
軽減され、医療機関にとっては、傷病者に関する情
報を把握することで治療の事前準備ができることを
想定しており、これらの効果の検証や活用事例の収
集を行うため、令和６年度に実証事業を行った。67
消防本部、660隊の参画を得て、マイナ救急を実施
した件数は２か月間で1万1,398件であった。
　その中には、「傷病者への救急救命処置と並行し
て、マイナ救急で既往歴や薬剤情報等を確認できた
ため、これらの情報を搬送先医療機関に伝えること
で、早期に緊急手術を行うことができ、一命を取り
留めることができた」事例や「外出先の事故でお薬
手帳を所持していなかったが、薬剤情報が分かっ
た」事例等があった。
　また、マイナ救急を活用した救急隊員からは「意
識障害で、情報把握が困難だったが、マイナ救急で

通通報報時時

指令員が通報者に
対してマイナ保険証
の準備を依頼

①①ママイイナナ保保険険証証のの提提示示・・本本人人同同意意 ③③救救急急隊隊のの端端末末でで
カカーードド読読みみ取取りり

照会 回答

オオンンラライインン資資格格確確認認等等シシスステテムム

診療 薬剤情報 特定健診情報等

救急用ｻﾏﾘｰ

④④閲閲覧覧ししたた情情報報※※をを応応急急処処置置やや
病病院院選選定定にに活活用用

※受診した医療機関名、既往歴、薬剤情報 特定健診情報 等

医医療療機機関関

救救急急現現場場

マイナ保険証ない場合

目視で本人確認

目視確認困難時は
暗証番号の入力

本人確認不可の場合

口頭で同意確認

同意取得困難時
に限り同意不要

本人不同意の場合

通通常常のの救救急急活活動動

・受診した医療機関名、既往歴、薬剤情報等を口頭で聴取したうえで
病院を選定

・疼痛や意識障害等により聴取できない場合もある

②②本本人人確確認認
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既往歴が分かったので、適切な処置ができた」、傷
病者からは「マイナ保険証で、緊急時に役立つ情報
が得られるのは良い取組」、「意識がなくなる可能性
もあったので、持病が伝えられて助かった」、医師
からは「診療に重きを置くことができた」、「飲んで
いる薬が事前に分かったので緊急手術の事前準備が
できた」という声があった。
　こうした活用事例や声から、マイナ救急は救急
隊、傷病者及び医療機関の全てにとって有用性の高
い取組であることを確認した。

（4）令和７年度の取組
　令和７年度は、マイナ救急システムを活用した全
国的な実証事業を進めており、令和７年４月から令

和６年度の実証事業に参加した67消防本部、660隊
の救急隊が実証を開始した。その後、令和７年10月
１日から全国全ての720消防本部、5,334隊の救急隊
(常時運用救急隊の98%)に拡充し、一斉に実証を
開始しており、効率的な運用方法を検討することと
している。
　また、マイナ救急の全国展開にあたり、救急業務
実施基準（昭和39年自消甲教発第６号）を改正し、
救急自動車に備えるよう努める資器材の一つである
情報通信端末の機能の例示として、「マイナンバー
カード等を活用した救急時医療情報の閲覧」を加え
ることとした（令和８年４月１日施行）。
　さらに「令和７年度救急業務のあり方に関する検
討会」及びその下に設置されたワーキンググループ

特集4-3図　認知度向上に向けた広報
消防庁の取組 政府広報

〇政府広報提供テレビ番組（テレビ東京）【クリックニッポン】

〇政府広報テレビCM・SNS広告 〇政府広報提供ラジオ番組
【杉浦太陽・村上佳菜子 日曜まなびより】

〇インターネットバナー広告

※出典：政府広報オンライン
（https://www.gov-online.go.jp/）

政府広報オンラインの記事、雑誌、radiko及びラジオスポットCMなどで広報を実施。

〇マイナ救急普及啓発動画〇ショートムービー

〇広報誌「総務省」4月号 〇広報ポスター

〇大阪・関西万博でのイベント広報

マイナ救急
普及啓発動画

ショートムービー

〇新聞広告

〇その他

広報誌 デジタルサイネージ

山形市消防本部
※広報やまがた 令和７年５月15日号

大阪市消防局
※大阪消防 令和７年９月号 No.906

豊中市消防局提供

神戸市消防局提供：神戸市営地下鉄各駅 蒲郡市消防本部提供：BOATRACE蒲郡

ステッカー SNS等による広報

広報動画

奈良県広域消防組合消防本部
※YouTube 【公式】奈良県広域消防
   組合消防本部

各務原市消防本部
※YouTube 【公式】各務原市消防本部

京都市消防局
※京都市消防局公式ホームページ
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において、有識者や消防本部の意見を伺いながら、
マイナ救急の課題や効果の検証、マイナ救急システ
ムの機能拡充等について検討を進めている。
　広報面では、マイナ救急を実施するためには傷病
者のマイナ保険証が必要となることから、マイナ救
急の認知度向上を図るため、令和７年２月に作成し
たショートムービーや広報ポスターを全ての消防本
部に提供するとともに、広報誌や大阪・関西万博で
のイベント開催を通じて広報活動を展開した。ま
た、９月９日の「救急の日」にあわせて、マイナ救
急の説明や有用性、救急隊員や医師によるインタ
ビュー等を盛り込んだドラマ仕立ての動画を新たに
作成して周知を行ったほか、政府広報によるテレ
ビ、ラジオ、新聞、雑誌、インターネット、SNS
などの多様なメディアを活用した広報を実施した

（特集4-3図）。今後も、各消防本部と連携した広報
活動を展開することとしている。

（5）今後の取組方針
　「経済財政運営と改革の基本方針2025」（令和７年
６月13日閣議決定）や「デジタル社会の実現に向け
た重点計画」（令和７年６月13日閣議決定）等に基
づき、全国どの救急車でもマイナ救急が実施できる
環境整備を引き続き推進することとしている。
　また、厚生労働省では、今後も救急搬送件数の増
加が見込まれる中、搬送調整の円滑化や傷病者の病
態に応じた適切な医療機関への搬送の実現に向け、

令令和和７７年年度度末末予予定定

実施（県単位）
実施（一部市町村）
未実施

新しい地方経済・生活環境創生交付金デジタル実装
型TYPESを活用し、令和７年度中に傷病者情報を
複数の医療機関と迅速かつ安全に共有でき、応需状
況のタイムリーな把握も可能なプラットフォームの
構築を進めている。
　消防庁としても、厚生労働省と連携し、当該プ
ラットフォームとマイナ救急との連携等の実現に向
けて課題の整理等を行う。

増大する救急需要への対応3
　救急需要が増大する中、救急業務を安定的かつ持
続的に提供することは、近年の大きな課題となって
いる。そのため、消防庁では、救急安心センター事
業（♯7119）（以下、本特集において「♯7119」と
いう。）の更なる展開拡大や利用促進、転院搬送に
おける救急車の適正利用の推進、日勤救急隊の導入
促進、救急業務のＤＸ推進等に取り組んでいる。

（1）♯7119の推進
ア　♯7119の概要
　♯7119は、住民が急な病気やケガをしたときに、
「救急車を呼んだほうがいいのか」、「今すぐ病院に
行ったほうがいいのか」など判断に迷った際の相談
窓口として、医師・看護師・救急救命士から電話で
アドバイスを受けることができる仕組みであり、住
民に安心・安全を提供するとともに、年々救急需要

が増大する中におい
て、救急自動車や医療
機関など地域の限られ
た資源を有効に活用す
ることを目的とした事
業である。
　住民から受けた相談
内容をもとに、応急手
当の方法についての助
言や適切な受診医療機
関の案内を行うほか、
緊急性が高いと判断し
た場合は、119番通報
への転送やかけ直しを
要請する等、相談者の
状況に応じた対応を
行っている。

特集4-4図　救急安心センター事業（♯7119）の普及状況
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　令和７年度末（予定を含む。）、以下の41地域で実
施されている（特集4-４図）。

○　都府県内全域：37地域
青森県、岩手県、宮城県、山形県、福島県、茨城
県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都＊１、
神奈川県、新潟県、富山県、石川県＊2、福井県、山
梨県、長野県、岐阜県、静岡県、滋賀県、京都府、
大阪府、兵庫県、奈良県、鳥取県、広島県＊3、山
口県＊4、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡
県、長崎県、熊本県、大分県、沖縄県＊5

○　道県内一部：４地域
札幌市周辺＊6、名古屋市、田辺市周辺＊7、岡山市
周辺＊8

イ　事業の効果
　♯7119は、①救急車の適時・適切な利用（軽症者
割合の減少、不急の救急出動の抑制、潜在的な重症
者の発見・救護）、②救急医療機関の受診の適正化
（医療機関における救急医療相談数の抑制等）、③住
民への安心・安全の提供（利用者アンケートでは約
９割から肯定的評価）、④新興感染症の発生による
救急需要急増時の受け皿の一つとしての役割などに
ついて効果があることが確認された。

ウ　これまでの取組
　消防庁では、♯7119の更なる展開拡大に向け、以
下の取組を行ってきた。
　♯7119を推進するための具体的な方策に関する助
言、研修支援等を行う「♯7119普及促進アドバイ
ザー」を、令和７年10月までに、延べ32地域に対し
て、59人派遣した。
　また「令和6年度救急業務のあり方に関する検討
会（以下、本特集において「令和６年度検討会」と
いう。）の報告を踏まえ、「救急安心センター事業
（♯7119）の全国展開に向けた取組等について（通
知）」（令和７年６月18日付け通知）を発出し、♯

7119を実施している都府県に対しては、消防庁作成
の高齢者や介護施設等への認知度向上を目的とした
デザインの広報物の活用や♯7119と患者等搬送事業
（者）との積極的な連携を依頼し、また、管内に♯
7119の未実施地域を有する道県に対しては、外部委
託方式も含めた円滑な事業導入や効果的な事業の運
営、底上げ等に向けて参考になるよう作成した「事
業導入・運営の手引き」及び「事業を外部委託する
際に活用可能な標準的な仕様書（例）」の改訂版を
参照の上、♯7119の早期実施に向けた検討に着手す
るよう依頼した。
　なお、♯7119の実施に要する経費については、都
道府県又は市町村の財政負担に対して特別交付税措
置（措置率0.5）が講じられている。

エ　今後の取組方針
　高齢化の進展、熱中症患者の増加、感染症の流行
等により、今後も救急需要の増大及び多様化が懸念
される中、不急の救急出動の抑制や、救急医療機関
の受診の適正化につながるなど、♯7119の重要性は
ますます高まっている。管内に♯7119の未実施地域
を有する道県に対しては、地域ごとの課題や状況を
把握しながら、各地域の実情に即して導入が進めら
れるよう、♯7119の更なる展開拡大に向けた取組を
進めていくこととしている。

（2） �転院搬送における救急車の適正利用の推進
　消防機関の実施する転院搬送（傷病者を一の医療
機関から他の医療機関へ搬送する事案）について
は、全救急出動件数の１割弱を占めるため全体の救
急搬送件数に与える影響が大きく、救急車の適正利
用が特に求められている。消防庁と厚生労働省は、
救急業務として転院搬送を行う場合のルールについ
て合意形成を行う際の参照事項（以下、本特集にお
いて「転院搬送ガイドライン」という。）を示した
「転院搬送における救急車の適正利用の推進につい
て」（平成28年３月31日付け通知。以下、本特集に
おいて「平成28年通知」という。）を発出し、各地

＊1	 島しょ部を除く
＊2	 令和８年２月導入予定
＊3	 庄原市及び大崎上島町を除く。岡山県井原市・岡山県笠岡市・山口県岩国市・山口県和木町は広島県がカバー
＊4	 萩市・阿武町を除く
＊5	 与那国町・北大東村を除く
＊6	 札幌市・石狩市・北広島市・栗山町・島牧村・新篠津村・当別町・南幌町・恵庭市・長沼町
＊7	 田辺市・上富田町・美浜町・日高町・由良町・印南町・みなべ町・日高川町
＊8	 岡山市・津山市・瀬戸内市・真庭市・久米南町・美咲町・吉備中央町
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域において、転院搬送ガイドラインを参考にしつ
つ、地域の実情に応じ、救急業務として転院搬送を
行う場合のルール化に向けた合意形成のための取組
を行うよう、促進してきた。
　しかしながら、全国単位では、転院搬送出動件数
は増加傾向（特集4-5図）であり、令和６年度検討
会において、転院搬送における病院救急車や患者等
搬送事業者の活用について検討が行われた。

　消防庁及び厚生労働省は、令和６年度検討会の報
告を踏まえ、平成28年通知を改訂し、令和６年度に
新設された診療報酬上の評価（救急患者連携搬送
料）の活用や消防機関で使用を終えた救急車の病院
救急車としての使用を通じ、転院搬送における病院
救急車の活用を更に進めること、また、地域の患者
等搬送事業者に関する情報を関係者間で共有して地
域の実情に応じて活用を図ること等を追加した「転
院搬送における救急車の適正利用の推進について」
（令和７年６月30日付け通知。以下、本特集におい
て「令和７年通知」という。）を発出した。
　各地域においては、令和７年通知を参考に、地域
の実情に応じ、救急業務として転院搬送を行う場合
のルール化に向けた取組を積極的に行うこととし、
転院搬送における救急車の適正利用を推進している。

（3） �日勤救急隊の導入促進　
　令和５年中の救急要請が入電した時刻別の搬送人
員をみると、特に、日中の時間帯が相対的に多い状
況（特集4-6図）であった。消防庁では従来から
「救急隊員の適正な労務管理の推進について（通
知）」（平成30年３月30日付け通知）により、救急需
要の多い時間帯に増隊する取組を示しているとこ
ろ、令和６年８月１日の調査では、720消防本部の
うち95消防本部において、救急隊の労務管理とし
て、いわゆる日勤救急隊が導入されていた。

　こうした中、消防庁では、令和６年度検討会の報
告を踏まえ、「日勤救急隊の導入検討について（通
知）」（令和７年６月５日付け通知）を発出し、日勤
救急隊を導入した消防本部の事例を紹介し、日勤救
急隊を増隊することにより救急隊１隊当たりの活動
時間の平準化や救急隊員の多様な働き方に資すると
考えられると同時に、日中等に需要が多い地域へ配
置することで増大する救急需要への対策の強化とな
ると考えられるため、地域の実情に応じ、日勤救急
隊の導入を検討するよう通知した。

（4） �救急業務のDX推進
　令和６年中の救急出動件数と搬送人員は過去最多
を更新したほか、令和６年と新型コロナ禍以前の令
和元年を比較すると、病院収容所要時間は延伸して
おり、救急需要増大に伴い、救急隊員の業務負担が
増加している。救急業務におけるデジタル技術の導
入は救急隊員の業務負担軽減に資するものであるこ
とから、消防本部におけるDX推進を図ることを目
的として、令和７年３月31日に「救急業務のDX推
進に係る消防本部担当者向け技術カタログ（以下、
本特集において「技術カタログ」という。）」を作成
した。
　技術カタログでは、一連の救急活動を４つの
フェーズに分け、労務負担軽減等が期待される13の
機能を有するものを対象として、事業者に公募した
上で、40のシステムを掲載している(特集4-7図)。
　今後も、救急業務の効率化・円滑化に資する新た
な技術の公募を行って、技術カタログを更新するこ
と等により、引き続き、消防本部における救急業務
のDX推進を図ることとしている。

特集4-5図　転院搬送の救急出動件数の推移

特集4-6図　救急要請が入電した時刻別の搬送人員
（令和５年　単位：人）
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特集4-7図　救急業務のDX推進に係る消防本部担当者向け技術カタログ

特集4-7図
救急業務のDX推進に係る消防本部担当者向け技術カタログ
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特集5-1図　消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律概要

消防団を中核とした地域防災力の充実強化
5特集

　火災の発生に加え、災害が激甚化・頻発化し、大
規模地震の発生も切迫する中、地域住民の生命、身
体及び財産を災害から保護する地域防災力の重要性
が更に増している。
　消防庁では、平成25年12月に成立した「消防団を
中核とした地域防災力の充実強化に関する法律（平
成25年法律第110号）」（以下、本特集において「消
防団等充実強化法」という。）（特集5-1図）を踏ま
え、地域で防災活動を担う多様な主体が支える地域
防災力の充実強化に向け取り組んでいる。
　特に消防団は、
・ �地域密着性（消防団員は管轄区域内に居住又は
勤務）

・ 要員動員力（消防団員数は消防職員数の約4.4倍）
・ �即時対応力（日頃からの教育訓練により災害対
応の技術・知識を習得）

といった特性を有しており、地域防災力の中核とし
て、更なる充実強化に向け取り組む必要がある。

消防団の現状1
（1） �消防団員数の全体傾向
　消防団員数は年々減少しており、令和７年４月１
日現在、前年に比べ１万4,458人減少し、73万2,223
人となった（特集5-2図）。
　一方で、入団促進に向けて重点的に取り組んでき
た女性消防団員や学生消防団員（大学生、大学院
生、専門学校生等の消防団員）、機能別消防団員に
ついては、継続して増加している。
　消防団員の平均年齢は毎年少しずつ上昇してお
り、令和７年４月１日現在、前年に比べ0.5歳上昇
し、平均44.5歳となっている。
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（2） �被用者である消防団員の割合の増加
　被用者である消防団員の全消防団員に占める割合
は高い水準で推移しており、令和７年４月１日現
在、73.3％となっている。

（3） �女性消防団員の増加
　女性消防団員の数は年々増加しており、令和７年
４月１日現在、前年に比べ883人増加し、２万9,478
人となっている。また、女性消防団員がいる消防団
の割合は、同日現在で、81.8％となっている。

（4） �学生消防団員の増加
　学生消防団員の数も増加しており、令和７年４月
１日現在、前年に比べ446人増加し、7,568人となっ
ている。

（5） �機能別消防団員の増加
　機能別消防団員とは、全ての災害対応・活動に参
加する基本団員とは異なり、入団時に決めた特定の
活動・役割を担う消防団員である。例えば、基本団
員のみでは人員不足が生じるような大規模災害に限
り出動する「大規模災害団員」や、高齢者宅訪問等
の火災予防、広報活動等のみに従事する団員などが
挙げられる。

２ 女性消防団員数の推移

４ 機能別消防団員数の推移

（女性消防団員数）（女性消防団員がいる消防団数の割合（％））

（機能別消防団員数）（学生消防団活動認証制度導入市町村数）

１ 消防団員数の推移

 R７.4.1時点の消防団員数は732,223人 (▲14,458人 (▲1.9％) 入団者数：37,757人、退団者数：52,215人）
 重点的に取り組んできた女性団員、学生団員及び機能別団員については増加傾向

・ 女性団員 29,478人  (+883人 (+3.1％))      ※女性団員がいる消防団数は1,775団 (＋29団)
・  学生団員 7,568人  (＋446人 (＋6.3％))     ※学生団員がいる消防団数は896団（+34団）
・  機能別団員    40,195人 (+2,615人 (＋7.0％))   ※機能別団員（分団）制度は803市区町村で導入済（+53市町村）

（導入市町村数）

３ 学生消防団員数の推移
（学生消防団員数）

１
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特集5-2図　消防団員数の現状

　機能別消防団員の数も年々増加しており、令和７
年４月１日現在、前年に比べ2,615人増加し、４万
195人となっている。

消防団の充実強化の取組2
（1） �処遇改善の推進

ア　報酬等の処遇改善
　消防団員の報酬等について、消防庁において「非
常勤消防団員の報酬等の基準」（以下、本特集にお
いて「基準」という。）を策定している。基準で
は、消防団員への報酬は年額報酬と出動報酬の２種
類とし、年額報酬は「団員」階級の者については
36,500円、出動報酬は災害時１日当たり8,000円を
標準額とすることや、報酬等は消防団員個人に対
し、活動記録等に基づいて市町村から直接支給する
ことなどを定めている。
　令和４年度に地方交付税の算定方法の見直しを行
い、各市町村が負担する消防団員の報酬等に係る財
政需要を的確に反映することとしており、処遇改善
を推進してきた。
　その結果、「団員」階級の年額報酬において基準
を満たす市町村が令和４年４月１日は69.1％であっ
たところ、令和７年４月１日には93.1％まで増加
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し、着実に改善が図られてきた（特集5-1表）。
　加えて、令和６年度からは「班長」階級以上の年
額報酬に係る経費について、実績に応じた特別交付
税措置を新たに講じ、処遇改善に向けて更なる取組
を進めている。
　一方で、未だ基準を満たしていない市町村もある
ことから、今後も、様々な機会を捉えて、年額報酬
や災害に関する出動報酬、消防団員個人への報酬等
の直接支給について、基準に沿った対応が行われる
よう、各地方公共団体に対し働き掛けを行っていく
こととしている。

イ　退職報償金の勤務年数「35年以上」区分の導入
　退職報償金は、市町村が、消防団員が退職した際
にその労苦に報いるため、慰労金の性格として団員
の階級及び勤務年数に応じ、条例により支給してい
る。
　消防団員数が年々減少している中、地域防災力を
確保するためには、入団促進のみならず、既に在籍
している消防団員にできる限り長く在籍していただ
くことが重要である。特に、高齢化が進む地方にお
いては、シニア層の消防団員の個々の能力に応じた
活躍促進が不可欠となっている。
　このため、勤務年数「30年」区分で頭打ちとなっ

ていた退職報償金制度に、令和７年度から新たに
「35年以上」区分を導入し、消防団員の処遇改善を
図っている。

（2） �消防団に対する理解の促進
　地域の安全・安心に欠くことのできない消防団活
動について広く認識・評価されることが、消防団員
の処遇改善や、今後の消防団員確保につながるもの
と考えられることから、消防庁では、以下の消防団
への入団促進策や消防団活動の発信・表彰等の取組
を実施している。

ア　消防団入団促進広報の全国展開
　消防団への入団促進広報を一層充実させるため、
年間を通じて取り組んでいる。特に、入団者数の減
少が著しい若者に向けた広報を推進するため、女性
や若者からの知名度が高い著名人を「消防団入団促
進サポーター」として起用し、制作した消防団員募
集ポスターやPR動画などを全国の都道府県、市町
村、消防本部等に配布・周知するほか、若者が触れ
る機会の多いSNSを活用した情報発信を行ってい
る。
　また、全国のショッピングモールにおいて、若者
や家族連れをターゲットにした入団促進イベントを

（令和７年４月１日時点）

36,500円以上
団体数

割合
8,000円以上
団体数

割合
対応
団体数

割合
対応
団体数

割合
36,500円以上

団体数
割合

8,000円以上
団体数

割合
対応
団体数

割合
対応
団体数

割合

北海道 179 178 99.4% 179 100.0% 179 100.0% 179 100.0% 京都府 26 25 96.2% 23 88.5% 26 100.0% 26 100.0%

青森県 40 40 100.0% 40 100.0% 33 82.5% 35 87.5% 大阪府 43 42 97.7% 41 95.3% 41 95.3% 42 97.7%

岩手県 33 31 93.9% 31 93.9% 30 90.9% 31 93.9% 兵庫県 41 27 65.9% 38 92.7% 40 97.6% 39 95.1%

宮城県 35 34 97.1% 35 100.0% 35 100.0% 35 100.0% 奈良県 39 37 94.9% 23 59.0% 33 84.6% 29 74.4%

秋田県 25 21 84.0% 23 92.0% 25 100.0% 24 96.0% 和歌山県 30 27 90.0% 28 93.3% 30 100.0% 30 100.0%

山形県 35 35 100.0% 34 97.1% 35 100.0% 35 100.0% 鳥取県 19 19 100.0% 18 94.7% 14 73.7% 13 68.4%

福島県 59 55 93.2% 55 93.2% 56 94.9% 54 91.5% 島根県 19 19 100.0% 18 94.7% 19 100.0% 19 100.0%

茨城県 44 34 77.3% 37 84.1% 42 95.5% 39 88.6% 岡山県 27 18 66.7% 17 63.0% 23 85.2% 19 70.4%

栃木県 25 25 100.0% 25 100.0% 25 100.0% 25 100.0% 広島県 23 20 87.0% 23 100.0% 23 100.0% 23 100.0%

群馬県 35 33 94.3% 31 88.6% 26 74.3% 26 74.3% 山口県 19 14 73.7% 17 89.5% 19 100.0% 19 100.0%

埼玉県 63 63 100.0% 59 93.7% 63 100.0% 62 98.4% 徳島県 24 24 100.0% 23 95.8% 13 54.2% 15 62.5%

千葉県 54 44 81.5% 48 88.9% 52 96.3% 49 90.7% 香川県 17 17 100.0% 17 100.0% 16 94.1% 17 100.0%

東京都 40 40 100.0% 33 82.5% 40 100.0% 40 100.0% 愛媛県 20 20 100.0% 20 100.0% 20 100.0% 20 100.0%

神奈川県 33 33 100.0% 32 97.0% 33 100.0% 33 100.0% 高知県 34 34 100.0% 30 88.2% 30 88.2% 30 88.2%

新潟県 30 30 100.0% 28 93.3% 29 96.7% 29 96.7% 福岡県 60 60 100.0% 58 96.7% 57 95.0% 56 93.3%

富山県 15 15 100.0% 15 100.0% 15 100.0% 15 100.0% 佐賀県 20 10 50.0% 16 80.0% 11 55.0% 15 75.0%

石川県 19 19 100.0% 19 100.0% 19 100.0% 19 100.0% 長崎県 21 21 100.0% 21 100.0% 15 71.4% 17 81.0%

福井県 18 18 100.0% 18 100.0% 18 100.0% 18 100.0% 熊本県 45 45 100.0% 41 91.1% 38 84.4% 38 84.4%

山梨県 27 13 48.1% 21 77.8% 25 92.6% 24 88.9% 大分県 18 16 88.9% 18 100.0% 18 100.0% 18 100.0%

長野県 77 73 94.8% 75 97.4% 73 94.8% 69 89.6% 宮崎県 26 24 92.3% 23 88.5% 18 69.2% 20 76.9%

岐阜県 42 42 100.0% 42 100.0% 42 100.0% 42 100.0% 鹿児島県 43 43 100.0% 41 95.3% 42 97.7% 43 100.0%

静岡県 35 34 97.1% 34 97.1% 34 97.1% 34 97.1% 沖縄県 41 36 87.8% 33 80.5% 41 100.0% 41 100.0%

愛知県 54 52 96.3% 49 90.7% 52 96.3% 52 96.3% 全国計 1,720 1,602 93.1% 1,596 92.8% 1,614 93.8% 1,604 93.3%

三重県 29 24 82.8% 29 100.0% 27 93.1% 27 93.1% (参考)R6 1,720 1,557 90.5% 1,554 90.3% 1,578 91.7% 1,564 90.9%

滋賀県 19 18 94.7% 17 89.5% 19 100.0% 19 100.0% (参考)R5 1,720 1,479 86.0% 1,448 84.2% 1,506 87.6% 1,473 85.6%

団体数
年額報酬 出動報酬

直接支給

年額報酬 出動報酬 年額報酬 出動報酬都道府県都道府県 団体数
年額報酬 出動報酬

直接支給

特集5-1表　都道府県別の消防団員の処遇改善に係る対応状況
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実施するほか、大学学園祭において学生向けの入団
促進イベントを実施している。

イ　消防団活動のPR
　消防庁ホームページにおいて、消防団の特設コー
ナーを設置し、消防庁における最新施策や最新情報
のほか、各消防団における取組事例等を掲載し、消
防団活動や入団促進のPRに努めている。（参照
URL：https://www.fdma.go.jp/relocation/syobodan/）

ウ　消防団等充実強化アドバイザーの派遣
　平成19年４月から、消防団の充実強化等に関する
豊富な知識や経験を有する「消防団等充実強化アド
バイザー」を地方公共団体等に派遣し、消防団への
入団促進をはじめ、消防団の充実強化を図るための
具体的な助言や情報提供を行っている。
　令和７年４月１日現在、33人のアドバイザー（う
ち女性10人）が全国で活躍している。

エ　総務大臣による表彰
　消防団員の確保等に積極的に取り組む消防団等に
対し、平成25年度より、総務大臣から感謝状を贈呈
していたが、消防団等の功績をより一層称えるた
め、令和５年度に総務大臣が表彰を行う消防団地域
貢献表彰を創設した。令和６年度には、平常時の活
動により地域防災力の向上や消防団員の確保等に特
に積極的に取り組む37団体が受賞した。

オ　消防庁長官による表彰
　自然災害や大規模事故等の現場において、顕著な
活動実績が認められる消防団等に対し、防災功労者
消防庁長官表彰を行っており、令和６年度には22団
体が受賞した。さらに、令和７年に発生した大規模
な林野火災に係る防災功労者消防庁長官表彰を行
い、顕著な活動実績が認められた６団体が受賞した。
　また、平常時の活動により地域防災力の向上に寄
与し、全国の模範となる消防団や、消防団員確保に
ついて特に力を入れている消防団、更には、消防団
員である従業員を雇用しているなど、消防団活動に
特に深い理解や協力を示している事業所等に対し、
消防団等地域活動表彰を行っており、令和６年度に
は、消防団表彰を48団体、事業所表彰を23事業所が
受賞した。

消防団員募集ポスター
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消防団協力事業所表示制度

事業所の消防団活動への協力が、その地域に対する社会貢献及び社会責任として認められ、当該事業所の信頼性の向上に
つながるとともに、当該事業所の協力を通じて、地域における防災体制が一層充実することを目的とした制度（平成 年度～）。

＜都道府県 32団体＞ ※重複団体は下線

＜市町村等 446団体＞（東京都特別区は一つとして計上） ※重複33団体

調査対象： 市町村（東京都特別区は一つの市町村として計上）

市町村等によって要件は異なるが、概ね次のとおり。

市町村等消防団協力事業所 （次のいずれかに該当すること）

【市町村等のマーク（シルバーマーク）】

・市市町町村村等等消消防防団団協協力力事事業業所所のの認認定定を受けていること

・消防団員が従業員の概ね１割以上いること（最最低低５５人人以以上上）

・消消防防団団活活動動へへのの配配慮慮にに関関ししてて内内規規等等にに定定めめてていいるること 等

【消防庁のマーク（ゴールドマーク）】
認定事業所数：７６８事業所（R7.4.1現在）

総務省消防庁消防団協力事業所 （次のすべてを満たすこと）

自自治治体体にによよるる支支援援策策のの実実施施状状況況（（令令和和７７年年４４月月１１日日現現在在））

（令和７年４月１日現在）

本制度導入市町村数

市町村等消防団協力事業所数

本制度導入市町村数 市町村等消防団協力事業所数

認認定定要要件件

本本制制度度導導入入市市町町村村数数とと市市町町村村等等消消防防団団協協力力事事業業所所数数のの推推移移

・従業員が消消防防団団にに相相当当数数入入団団していること

・従業員の消消防防団団活活動動にに積積極極的的にに配配慮慮していること

・災害時に資機材等を消防団に提供するなど協力していること

・従業員による機能別分団等を設置していること 等

①金融 10団体
・県制度融資信用保証料割引（宮城県、福島県、山梨県、三重県）

・中小企業振興資金における貸付利率の優遇（長野県、京都府、宮崎県）

・中小企業制度融資（山梨県、島根県）

・事業税の減免（長野県、岐阜県、静岡県）

②入札 24団体
・入札参加資格の加点 ・総合評価落札方式の加点 など
（青森県、宮城県、山形県、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、山梨県、
長野県、静岡県、三重県、京都府、島根県、広島県、山口県、徳島県、高知県、福岡県、長崎県、熊本県、
宮崎県）

③その他 19団体
・消防団員雇用貢献企業報奨金制度（岐阜県）

・表彰制度（宮城県、秋田県、千葉県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、三重県、
兵庫県、広島県、山口県、徳島県、愛媛県、福岡県、佐賀県、長崎県）

①入札 296団体
・入札参加資格の加点 ・総合評価落札方式の加点 など

②その他 182団体
・消防団協力事業所報償金
・防災行政無線戸別受信機の無償貸与
・表彰制度

・広報誌広告掲載料の免除
・消火器の無償提供
・防災ラジオの無償貸与

（3） �幅広い住民の入団促進
ア　社会環境の変化等に対応した制度等の導入
　多様な住民が消防団に参画するためには、基本団
員の充実を前提としながらも各消防団員の得意分野
を活かせる機能別消防団員や機能別分団の創設が有
効である。また、定年制度の見直しや、居住者だけ
でなく通勤・通学者も加入対象とするなど、幅広い
層の人材が入団できる環境の整備を図ることが必要
である。
　令和７年１月31日には、消防庁長官から各都道府
県知事等に通知（以下、本特集において「令和６年
度消防庁長官通知」という。）を発出し、地域特性
等の実情に合わせた機能別消防団員・機能別分団の

特集5-3図　消防団協力事業所表示制度

入団促進PR動画 入団促進イベント（消防団活動の体験）

導入について積極的に検討するよう働き掛けている。
　また、高齢化が進む地方におけるシニア層の消防
団員の活躍を推進するため、定年制度の撤廃や、消
防職員や自衛官などの消防団に親和性の高い関係機
関OBの活用を促進するよう働き掛けている。

イ　被用者の入団促進と企業等との連携
　被用者である消防団員の割合の増加に伴い、消防
団員を雇用する事業所等の消防団活動への理解と協
力を得ることが不可欠となっている。そのため、平
成18年度から「消防団協力事業所表示制度」の普及
及び地方公共団体による事業所等への支援策の導入
促進を図っている（特集5-3図）。令和７年４月１日
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現在、本制度を導入している市町村等の数は
1,385、市町村等消防団協力事業所の数は１万8,007
となっている。令和６年度消防庁長官通知では、未
導入の市町村においては、本制度の導入により、企
業等の消防団活動への理解を促し、被用者の消防団
への入団促進につなげるよう周知している。
　市町村等消防団協力事業所のうち、特に顕著な実
績が認められる事業所等を「総務省消防庁消防団協
力事業所」として認定しており、令和７年４月１日
現在、認定事業所等の数は768となっている。な
お、消防庁認定に当たっては、複数の事業所を持つ
企業等は、企業等全体での認定も可能である。
　また、消防団活動に特に深い理解を示し、消防団
に協力している事業所等に対し、消防庁長官による
表彰も行っている。
　さらに、就業規則や社内文書等で、勤務時間中の
消防団活動を特別休暇とするなどの業務上の配慮を
行っている企業の取組や、企業との連携による入団
促進の取組について、事例集に掲載し周知するとと
もに、「消防団の更なる充実強化に向けた企業等と
の連携強化について（協力依頼）」（令和６年10月15
日付け通知）を発出し、企業等へ消防団活動の周
知・理解促進等を行い、地方公共団体と企業等の更
なる連携強化について働き掛けている。

ウ　女性の入団促進
　消防団活動が多様化する中で、女性消防団員には
広範囲にわたる活躍が期待されることから、今後更
に女性の入団促進に取り組む必要がある。
　令和６年度消防庁長官通知において、女性消防団
員数の増加に向けた取組の継続を働き掛けている。
　また、女性消防団員の活動をより一層、活性化さ
せることを目的として「全国女性消防団員活性化大

会」を毎年度開催している。
　さらに、女性の入団促進や、女性の目線を活かし
た消防団運営などの取組について助言できる知識や
経験豊かな「消防団等充実強化アドバイザー」（詳
細は(２）ウを参照）を全国に派遣している。

エ　学生の入団促進
　学生は、現在又は将来の消防団活動の担い手とし
て期待されることから、積極的な入団促進に取り組
む必要がある。
　消防団に所属する大学生、大学院生、専門学校生
等に対する就職活動支援の一環として、平成26年11
月から「学生消防団活動認証制度」の普及を図って
いる。この制度は、真摯かつ継続的に消防団活動に
取り組み、顕著な実績を収め、地域社会に多大な貢
献をした学生消防団員に対し、市町村がその実績を
認証するものである。
　令和７年４月１日現在、本制度を導入している市
町村の数は417となっている。令和６年度消防庁長
官通知においても、大学等を訪問し、学生消防団活
動認証制度の活用を働き掛けることなどにより大学
生等の消防団への積極的な入団を促進するように各
市町村に対して呼び掛けており、今後も導入に向け
た働き掛けを行っていく。

オ　将来の担い手等の育成
　自らの安全を守る能力を幼い頃から継続的に育成
していく防災教育の取組に、地域防災力の中核を担
う消防団員等が積極的に携わることは、消防団の活
動に対する理解、ひいては将来の地域防災力の担い
手を育成するためにも有効である。
　このため、消防庁では、文部科学省と連携し「児
童生徒等に対する防災教育の実施について」（令和
３年12月１日付け通知）を発出し、小学校、中学
校、高等学校及び特別支援学校において消防団員等
が参画し、体験的・実践的な防災教育の推進に取り
組むよう要請しており、令和６年度消防庁長官通知
においても、これを踏まえて消防団員等が参画した
防災教育の推進について働き掛けている。

カ　新たな社会環境に対応する取組
　災害の激甚化・頻発化等を踏まえ、消防団に求め
られる役割が多様化していることや、共働き世帯が
年々増加していること、全消防団員に占める被用者全国女性消防団員活性化大会
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の割合が増加していることなど、消防団を取り巻く
社会環境が変化する中で、消防団の運営に当たり、
消防団内部での幅広い意見交換や、市町村・地域住
民との連携がより重要となっている。消防庁では、
社会環境の変化に対応した消防団運営の普及・促進
に向け、令和４年度から「消防団の力向上モデル事
業」を実施している。本モデル事業では「消防団員
が活動しやすい環境づくり」「災害現場で役立つ訓
練の普及」「デジタル技術の活用」「企業や大学等と
連携した入団促進」「免許等取得環境の整備」と
いった様々な分野における地方公共団体の取組を支
援しており、令和７年度は97件を採択している。な
お、本事業を活用して実施された各地方公共団体の
取組は、横展開を図るため、消防庁ホームページに
おいて紹介を行っている。

キ　消防団員の確保に向けたマニュアルの作成
　女性や若年層をはじめとする幅広い住民の入団促
進に向けた取組の参考となるよう、令和７年１月に
消防団員の確保や負担軽減など、働き方改革につな
がるノウハウ等を記載した「消防団員の確保に向け
たマニュアル」を作成した。
　この中において、様々な業種・世代との交流や地

域への貢献、防災に関する知識・スキルが習得でき
るといった消防団の魅力を明確化し、機能別消防団
員制度等の活用や、企業等との連携を通じた新規消
防団員確保に向けた働き掛け、女性・若年層が活動
しやすい環境づくり等のポイントや優良事例などに
ついて紹介を行っている。

（4）平時の消防団活動のあり方
ア　地域の実態に即し、災害現場で役立つ訓練
　近年頻発する災害においては、消防団員が住民の
避難誘導・支援や、逃げ遅れた住民の救命ボートに
よる救助を実施するなど、消防団が果たす役割は多
様化している。こうした活動を安全に実施するため
にも、風水害や地震、豪雪等、火災以外の災害に対
応する訓練の重要性がますます高まっている。
　消防庁では、救助用資機材等の整備に対する国庫
補助や、救助用資機材等を搭載した消防車両の無償
貸付け事業（詳細は（５）を参照）を行い、消防団
の訓練等を支援している。
　一方で、様々な訓練を実施することが消防団員に
とって過大な負担となるおそれもあることから、真
に必要な訓練を効率的なスケジュールで実施するな
ど、地域の実情に応じて創意工夫を図ることが必要
である。

イ　操法訓練・操法大会
　消火活動の技術力の高さを競い、ひいては消防団
全体の技術の向上を図るため、全国（（ア）と（イ）
を隔年で開催）、都道府県、市町村など、それぞれ
の段階で操法大会が運営されている。全国大会につ
いては、パフォーマンス的、セレモニー的な動作を
審査対象としないなど、実施要領や審査要領におい
て訓練の負担軽減などのための工夫がなされている。
（ア）　全国消防操法大会の開催
　消防団員の消防技術の向上と士気の高揚を図るた
め、「全国消防操法大会」を開催している。令和６
年度は10月12日に、宮城県利府町において第30回大
会を開催した。
（イ）　全国女性消防操法大会の開催
　女性消防団員等の消防技術の向上と士気の高揚を
図るため「全国女性消防操法大会」を開催してお
り、令和７年度は10月28日に、神奈川県横浜市にお
いて第26回大会を開催した。

消防団員の確保に向けたマニュアル
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（5）装備等の充実
ア　消防団の装備の充実強化
　消防団等充実強化法の成立を契機として、消防庁
では、消防団の装備等の充実強化に向け、平成26年
に「消防団の装備の基準」（昭和63年消防庁告示）
を改正したほか、以下の取組を行っている。
（ア）�消防団の救助用資機材等の整備に対する国庫

補助
　「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対
策」（平成30年12月14日閣議決定）に引き続き、令
和２年12月11日に閣議決定された「防災・減災、国
土強靱化のための５か年加速化対策」（以下、本特
集において「５か年加速化対策」という。）とし
て、消防団の災害対応能力の向上を図るため、消防
団設備整備費補助金を創設し、令和７年度から新た
に、補助対象資機材に比較的軽量で容易に使用でき
る電気で駆動する救助資機材をはじめ、身体を冷却
する機能を有する高視認性冷却衣や、ドローンと一
体的に整備するタブレット端末を追加している。本
補助金の積極的な活用を通じ、消防団の装備の充実
及び災害対応能力の向上を図っている。

（イ）�救助用資機材等を搭載した消防車両の無償貸付
　同じく５か年加速化対策として、市町村に対し、
救助用資機材等を搭載した消防車両を無償で貸し付
け、訓練等を支援している。

全国女性消防操法大会

　特に、令和６年能登半島地震においては、多数の
道路損壊や土砂崩落等により通常の消防車両の通行
が困難になり、救助が必要な災害現場への迅速な進
出が行えなかった事例などが確認されたことを踏ま
え、狭隘な道路や悪路でも通行が可能なオフロード
バイクを新たに貸付対象に加え、消防団の災害対応
能力の一層の強化に取り組んでいる（特集5-4図）。

（ウ）　消防団へのドローン講習の実施
　近年、災害が激甚化・頻発化している中、消防団
の災害対応能力の向上、特に早期の情報収集能力の
向上が求められており、ドローンの活用が急務と
なっている。そこで、令和５年度から「消防団災害
対応高度化推進事業」として、消防学校等に講師を
派遣し、消防団員に対するドローンの操縦講習及び
ドローンから伝達された映像情報を基にした災害対
応講習を実施し、消防団の災害対応能力の高度化を
図る取組を行っている（詳細は特集７を参照）。
　ドローン講習を受講できることは、特に若年層に
おける消防団への入団促進の効果も期待できること
から、引き続き全国において積極的に展開していく。

（エ）�消防団員のドローン資格取得に対する特別交
付税措置

　災害時におけるドローンの活用を一層推進すべ
く、令和７年度からは消防団員のドローン資格（一
等・二等無人航空機操縦士）取得に係る経費につい
て、特別交付税措置が講じられている。

タブレット端末
（ドローンと一体的に整備するもの）

高視認性
冷却衣

ドローンを用いた災害対応講習の様子
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○ 近年、災害が激甚化・頻発化し、全国各地で甚大な被害をもたらしているが、地域に密着した消
防団は、住民の避難誘導や消火・救助など、多岐にわたる活動を行っており、まさに地域防災力
の要である。

○ 今後発生が危惧されている大規模災害等に備え、消防団の救助活動等の充実を図ることが喫
緊の課題となっている。

○ このため、機動性の高い小型車両を中心に、救助用資機材等を搭載した消防車両を無償で貸
し付け、訓練を実施することにより、消防団の災害対応能力の向上を図り、地域防災力の一層の
強化を目指す。

※本事業は、令和２年12月11日に閣議決定された「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」に基づく事業

整備する車両・資機材（イメージ）

【救助用資機材等を搭載した消防車両】 【搭載予定資機材（例）】

（オフロードバイク）（小型動力ポンプ積載車（3.5t未満））

消防ホース

投光器

低水位ストレーナ 電動のこぎり

金てこ、バール・スコップ

特集5-4図　救助用資機材等を搭載した消防車両の無償貸付

（オ）　消防団拠点施設及び地域防災拠点施設の整備
　各市町村が消防団拠点施設や地域防災拠点施設に
おいて標準的に備えることを要する施設・機能（研
修室、資機材の収納スペース、男女別の更衣室・ト
イレ等）について、緊急防災・減災事業債をはじめ
とする財政措置により整備を促進している。

イ　準中型自動車免許の取得に対する支援
　道路交通法の改正により、平成29年３月12日か
ら、準中型自動車免許が新設されるとともに、同日
以後に取得した普通自動車免許で運転できる普通自
動車の範囲は車両総重量3.5トン未満等とされた。
これに伴い、車両総重量3.5トン以上の消防自動車
を所有している消防団において、当該自動車を運転
する消防団員の確保が課題となる。
　そこで、消防庁では、平成30年１月25日、各地方
公共団体に対し、消防団員の準中型自動車免許の取
得に係る公費助成制度の創設及び改正道路交通法施
行後の普通自動車免許で運転できる消防自動車の活
用（消防車両の小型化）を依頼した。当該公費助成
を行った市町村に対しては、平成30年度から特別交
付税措置を講じている。
　また、「消防団の力向上モデル事業」（詳細は
（３）カを参照）により、地方公共団体が実施する
準中型免許等の取得環境を整備する取組を支援して

いる。
　これらを踏まえ、消防庁では「消防団員の準中型
免許の取得促進等について」（令和６年９月26日付
け通知）を発出し、準中型免許の取得促進に向けた
環境整備により一層取り組むよう要請した。
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我が国周辺の安全保障環境等1
　「国家安全保障戦略」（令和４年12月16日閣議決
定）においては、「我が国は戦後最も厳しく複雑な
安全保障環境に直面している」とされた上で、「ロ
シアによるウクライナ侵略により、国際秩序を形作
るルールの根幹がいとも簡単に破られた。同様の深
刻な事態が、将来、インド太平洋地域、とりわけ東
アジアにおいて発生する可能性は排除されない」と
されている。
　また同時に、北朝鮮に関しては「近年、かつてな
い高い頻度で、新たな態様での弾道ミサイルの発射
等を繰り返し、急速にその能力を増強している」こ
とや、「核戦力を質的・量的に最大限のスピードで強
化する方針であり、ミサイル関連技術等の急速な発
展と合わせて考えれば、北朝鮮の軍事動向は、我が
国の安全保障にとって、従前よりも一層重大かつ差
し迫った脅威となっている」ことが挙げられている。

安全保障環境等を踏まえた国民保護施
策の進展

2

　平成16年の「武力攻撃事態等における国民の保護
のための措置に関する法律」（平成16年法律第112
号。以下、本特集において「国民保護法」という。）
の施行以来、我が国において武力攻撃事態等＊1及
び緊急対処事態＊2が認定され、国民保護法に基づ
く国民の保護のための措置（以下、本特集において
「国民保護措置」という。）が実際に行われたことは
いまだ一度もない。
　他方、前述のとおり我が国を取り巻く安全保障環
境はその厳しさを増しており、諸情勢を踏まえた国
民保護の取組の推進が急務となっている。

（1）避難実施要領のパターンの作成促進
ア　避難実施要領の策定

国民保護施策の推進
6特集

　国民保護法において、住民の避難に関して国から
避難措置の指示が出され、それを受けて都道府県知
事から避難の指示が発出された場合、市町村長は避
難実施要領を定め、住民を誘導する必要があるが、
国民保護事案発生後の短時間のうちに避難実施要領
を一から策定することは困難であることから、「国
民の保護に関する基本指針」（平成17年３月25日閣
議決定。以下、本特集において「基本指針」とい
う。）では、市町村は複数の避難実施要領のパター
ン（以下、本特集において「パターン」という。）
をあらかじめ作成しておくよう努めるものとされて
いる。

イ　避難実施要領の複数パターン作成促進の取組
　「避難実施要領のパターンの作成に関する研修会」
の実施などにより作成支援の取組を進めた結果、令
和７年４月1日時点において、全国全ての市町村で
少なくとも一つのパターンを作成済みとなった。
　一方、複数のパターンを作成している市町村の割
合は、令和５年４月１日で64.3％（1,119団体）、令
和６年４月１日時点で71.2％（1,239団体）、令和７
年4月1日時点で77.0％（1,340団体）と増加はし
ているものの、一層の作成促進に取り組む必要があ
る（特集6-1図）。

特集6-1図　避難実施要領のパターンを複数作成す
る市町村の割合の推移

*1	 �武力攻撃事態等：武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態のこと。武力攻撃とは、我が国に対する外部からの武力攻撃をいう。武力攻撃事態とは、武力攻撃が発生した事態
又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態をいい、武力攻撃予測事態とは、武力攻撃事態には至っていないが、事態が緊迫し、武力
攻撃が予測されるに至った事態をいう。

*2	 �緊急対処事態：武力攻撃の手段に準ずる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発生した事態又は当該行為が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った
事態（後日対処基本方針において武力攻撃事態であることの認定が行われることとなる事態を含む。）で、国家として緊急に対処することが必要なものをいう。
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　そのため、消防庁では複数パターンの作成促進を
目的に、「複数の「避難実施要領のパターン」作成の
徹底等について（通知）」（令和７年３月28日消防国第
34号）を発出し、作成に向けた取組を依頼している。
　さらに、複数パターンの作成率を重点的に考慮し
て研修会実施都道府県を決定するとともに、新たに
パターンの複数化・高度化への支援を希望する市町
村に対して、知見を有する地方公共団体の職員等を
「避難実施要領パターン作成支援アドバイザー」と
して派遣し、地域の実情などを踏まえてアドバイス
を行う取組を実施し、作成を促進している。

ウ　沖縄県・先島５市町村からの避難に係る検討
　基本指針において、沖縄県の住民避難について
は、沖縄本島や本土から遠距離にある離島における
避難の適切な実施のための体制づくりなど、国が特
段の配慮をすることが必要であるとされている。
　こうしたこと等を踏まえ、令和４年度以降、消防
庁を含む国の関係省庁、沖縄県、先島諸島の５市町
村（石垣市、宮古島市、多良間村、竹富町及び与那
国町。以下、本特集において「先島市町村」とい
う。）等が協力し、武力攻撃予測事態に至る状況を
想定した、先島諸島から九州・山口各県への住民の
広域避難に係る図上訓練を毎年度実施している。
　消防庁としては、先島諸島からの避難の検討支援
や避難に係る関係者間の調整を行うとともに、図上
訓練で得られた避難手段や避難経路等の考え方につ
いて、既に作成済みの先島市町村のパターンに反映
を促すなど、各市町村の住民避難の実効性向上に向
けた取組支援を進めている。
　加えて、沖縄県に所在する離島市町村のうち、先
島市町村以外の市町村については、沖縄県国民保護
計画上、沖縄本島への避難が想定されていることか
ら、先島市町村における訓練を通じて得られた避難
のノウハウを活用するなど、これらの市町村におけ
る沖縄本島への避難の実効性向上に向けた取組支援
を県とともに検討していく。

（2）避難施設の指定促進等
　国民保護法において、都道府県知事及び指定都市
の長は、住民を避難させ、又は避難住民等の救援を
行うため、公園、広場その他の公共施設や、学校、
公民館、駐車場、地下街その他の公益的施設を、あ
らかじめ避難施設として指定しなければならないこ

特集6-2図　�緊急一時避難施設の指定数と、そのう
ち地下施設の指定数の推移

特集6-3図　(1) �緊急一時避難施設（地下施設）の
例（福岡市　天神地下街）

ととされている。
　また、基本指針において、避難施設の指定に当
たっては、爆風等からの直接の被害を軽減するため
の一時的な避難に活用する観点から、コンクリート
造り等の堅ろうな建築物や地下街、地下駅舎等の地
下施設を指定するよう配慮することとされている。
　このことから、政府としては、これらの施設を緊
急一時避難施設とし、令和３年度からの５年間を緊
急一時避難施設の指定に係る集中取組期間と位置付
けており、消防庁としても、関係省庁と連携して都
道府県及び指定都市への働き掛け等を進めていると
ころである（特集6-2図）。このため、公共施設のみ
ならず民間施設の指定を進めるべく、大規模商業施
設や地下施設を管理する事業者に対して、経済産業
省や国土交通省を通じ、働き掛けを行うことによ
り、指定の円滑化を図っている。また、指定に際し
て課題等を抱える都道府県及び指定都市に対し、知
見を蓄積した地方公共団体職員等を「緊急一時避難
施設指定推進アドバイザー」として派遣し、指定に
関するアドバイスを行う取組を通じて、支援に努め
ている。
　これら避難施設については、国民保護制度に関す
る概要や弾道ミサイル飛来時の行動等について掲載
している内閣官房国民保護ポータルサイトにおい
て、地図や地方公共団体ごとの一覧表により、緊急
一時避難施設の場所、その施設類型（堅ろうな施
設、地下施設）などを参照することが可能である
（特集6-3図）。

緊急一時避難施設の推移 緊急一時避難施設のうち地下施設の推移
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位置付けられるとともに、政治経済の中枢を含む都
市部や、地下施設等の重点取組分野での「緊急一時
避難施設の指定促進」及び緊急一時避難施設の実態
を調査した上で、地域の実情に応じて、その充実を
含めてあり方を検討する「緊急一時避難施設の充
実」が位置付けられた。
　このうち、「特定臨時避難施設の整備」につい
て、具体的には、必要時には武力攻撃より十分に先
立って、住民等の広域避難（市町村の区域を越えた
避難）を開始し、完了することが最も重要であると
の認識の下、広域避難の際に輸送手段が航空機や船
舶に限られるといった避難の困難性等に鑑み、先島
市町村に一定期間避難可能で堅ろうな「特定臨時避
難施設」の整備を進めていくこととされた。
　消防庁は、先島市町村のうち竹富町及び多良間村
における特定臨時避難施設の整備を支援することと
している。竹富町及び多良間村のいずれも、令和７
年度に基本設計を開始したところであり、消防庁と
して、関係省庁と連携し、地域の実情に応じた取組
の推進を図っている（特集6-4図）。

（3）特定臨時避難施設の整備
　「国家安全保障戦略」においては、国民保護に関
して「武力攻撃より十分に先立って、南西地域を含
む住民の迅速な避難を実現」すべく、武力攻撃の状
況や地域の実情等に応じて、「様々な種類の避難施
設の確保」等に取り組むことが示された。
　これを踏まえ、令和５年度末には、政府として
「武力攻撃を想定した避難施設（シェルター）の確
保に係る基本的考え方」等がとりまとめられ、武力
攻撃を想定した避難施設（シェルター）の確保に係
る具体的取組として「特定臨時避難施設の整備」が

特集6-4図　竹富町及び多良間村における特定臨時避難施設の整備予定地

特集6-5図　国民保護訓練の分類

竹富町 多良間村

整備場所
（予定）

新築する（西表島）大原庁舎の地下 新築する移住定住促進住宅の地下

平時の利用方法
（予定） 会議室・事務室 多目的ホール・事務室

特集6-3図　(2) �緊急一時避難施設（地下施設）の
例（千代田区　東京駅）
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特集6-7図　�県主導訓練の例（弾道ミサイルを想定
した住民避難訓練）

（4）国民保護共同訓練の充実強化
　国民保護法において、国や地方公共団体は国民保
護措置に関する訓練を行うよう努めることとされて
おり、消防庁は内閣官房とともに、都道府県や市町
村との共同訓練を実施してきた（特集6-5図）。

ア　国重点訓練
（ア）　地域ブロック検討会
　国と地方公共団体の間で最新の情勢認識を共有す
るとともに、国民保護関連の各種課題に対する検討
や意見交換を実施する。

（イ）　実動及び図上訓練
　複数の都道府県が参加する大規模な訓練など、都
道府県単独では実施困難かつ従来よりも高度な訓練
を国の主導の下に実施し、国、都道府県、市町村及
び関係機関相互の連携を強化するとともに、国民保
護措置への理解の促進を図る。
 
イ　県主導訓練
　主に都道府県が訓練内容等を企画・立案し、消防
庁や内閣官房等が支援を行い、訓練を実施している

（特集6-6図）。
　また、北朝鮮から弾道ミサイル等が高い頻度で発
射されていること等を踏まえ、令和４年９月から弾
道ミサイルを想定した住民避難訓練を再開してい
る。訓練では、弾道ミサイルが我が国に飛来する可
能性があると判明した場合にどのような行動をとる
べきかについて、住民の理解を深めるため、近くの
建物の中や地下への避難を実施している(特集6-7
図)。
　引き続き、全国各地の多くの地域で効果的な訓練
が実施されるよう取り組んでいく。

特集6-6図　県主導訓練の例（図上訓練）

最近の北朝鮮によるミサイル発射の動
向と発射に対する消防庁の対応

3

（1）全般
　北朝鮮は、平成28年２月の「人工衛星」と称する
弾道ミサイル発射以降、頻繁にミサイルの発射を繰
り返している。
　これを受け、消防庁では、弾道ミサイルが発射さ
れ、我が国の領土・領海に落下する又は我が国の領
土・領海の上空を通過する可能性があると判明した
場合には、全国瞬時警報システム＊3（以下、本特
集において「Jアラート」という。）を使用して都
道府県・市町村を通じた住民への迅速な情報伝達を
行っている（特集6-8図）。
　また、北朝鮮が弾道ミサイルの発射を繰り返して
いる状況を踏まえ、地域住民の安全・安心の確保を
図るため、緊急一時避難施設の指定を促進するとと
もに、内閣官房国民保護ポータルサイトにおいて、
緊急一時避難施設の場所や弾道ミサイル飛来時の行
動等を掲載している（特集6-9図）。

＊3	 �全国瞬時警報システム：内閣官房から発出される弾道ミサイル攻撃など国民保護に関する情報や気象庁より発出される緊急地震速報、津波警報、気象警報などの緊急情
報を、人工衛星及び地上回線を通じて送信し、市町村防災行政無線（同報系）等を自動起動することにより、人手を介さず瞬時に住民等に伝達することが可能なシステム
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（2）情報伝達の確実性向上に向けた取組
　消防庁では、Jアラートを運用する全ての地方公
共団体を対象とした全国一斉情報伝達試験や、全て
のJアラート情報受信機関を対象とした導通試験を
実施し、Jアラートが正常に動作することを定期的
に確認している。
　今後も、Jアラート関連機器点検チェックシート
等に基づく機器の設定確認や再点検を徹底するとと
もに、支障のあった団体に対し、その都度その原因
を調査し、早急に改善を図るための支援体制を強化

するなど、国民に対する速やかな情報伝達を図って
いく。

おわりに4
　今後も、パターンの作成促進や避難施設の指定促
進、国民保護共同訓練の充実強化、国民保護情報の
一層確実な情報伝達や弾道ミサイル飛来時の住民避
難行動の周知に取り組み、国民保護体制の強化に努
めていく。

特集6-8図　弾道ミサイル発射時のJアラートによる情報伝達

特集6-9図　弾道ミサイル飛来時の行動について（内閣官房作成資料）

人人工工衛衛星星

消防庁送信
システム

インターネット

ＪＪアアララーートト受受信信機機

地地上上回回線線

屋屋外外ススピピーーカカーー

イインンタターーネネッットト端端末末等等

市市町町村村のの
庁庁舎舎等等

エエリリアアメメーールル・・
緊緊急急速速報報メメーールル

戸戸別別受受信信機機

内内閣閣官官房房

国民保護
情報

携携帯帯電電話話事事業業者者ルルーートト

地地方方公公共共団団体体ルルーートト

避避難難ししててくくだだささいい。。

ミミササイイルル発発射射情情報報

携携帯帯電電話話

携携帯帯電電話話事事業業者者

防防災災行行政政無無線線

テテレレビビ・・ララジジオオ

ススママーートトフフォォンン

自自動動起起動動装装置置

防防衛衛省省

ミサイル警報
ジェイJアラート

ミサイル発射。ミサイル発射。ミサイルが発射
されたものとみられます。建物の中、又は地下
に避難して下さい。

対象地域：
〇〇県

0000年 00月 00日 00時 00分受信

国民保護に関する情報

爆風や破片などを避ける 爆風で割れた
窓ガラスなどを避ける

近くの建物の中
地下へ 物陰に身を隠す

地面に伏せ
頭部を守る

緊急一時避難施設※をはじめ、
コンクリート造り等の頑丈な建物
や地下街、地下駅舎等の地下施設
へ避難することが望ましいですが、
それ以外でも構いません。

※ 緊急一時避難施設：弾道ミサイル攻撃による爆風等からの直接の被害を
軽減するための一時的な避難に活用する観点から都道府県知事等が指定する施設。

弾道ミサイルが着弾した場合、激しい
爆風や破片などにより、身体へ大きな
被害を受ける可能性があります。

弾道ミサイルは、発射から
わずか10分もしないうちに
到達する可能性もあります。

10

国民保護 検索

または
または または

窓から離れる

窓がない部屋へ

弾道ミサイルが日本に飛来する可能性がある場合は、
Jアラートを通じて屋外スピーカーや携帯電話の緊急
速報メール等によりメッセージを流します。

メッセージが流れたら直ちに以下の行動をとってください
弾道ミサイルが上空を通過した場合など避難行動をとる必要がなくなった場合は、避難の呼びかけを解除します。

詳しくは、内閣官房国民保護ポータルサイトへ

その場で安全を確保し近くに建物がない場合はもしも
!

屋内
にいる場合にいる場合

屋外

緊急速報メール

政府からの発表
0000/00/00 00:00

OK

「ミサイル発射。ミサイル発射。
ミサイルが発射されたものとみ
られます。建物の中、又は地下
に避難して下さい。」

飛来時 行動の について
弾道ミサイル
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現場実装・導入の推進等に取り組んでいくこととし
ている。

研究開発・実用化の状況2
（1）消防研究センターにおける研究開発等
　消防研究センターは、国内唯一の消防に関する総
合的研究機関であり、現場の消防職団員の活動を科
学技術の面から支えて、社会の安心と安全の要請に
応える研究開発を実施している。
　最近の主な研究開発課題は以下のとおり。

ア　林野火災対応に活用可能な延焼シミュレーション
　大船渡市林野火災では、延焼拡大が急激で、ま
た、被害が広範囲に及んだため、火災の状況の早期
把握が困難であった。また、刻々と変化する火災の
全容把握が難しく、特に飛び火や風向きの変化によ
る林野と市街地にまたがる延焼拡大の対応に苦慮し
た。
　こうした課題を踏まえ、消防研究センターでは、
林野火災延焼シミュレーションと市街地火災延焼シ
ミュレーションを連携させた新たな延焼シミュレー
ション技術の研究開発を進めている（特集7-2図）。
このシミュレーションは、高い精度で林野火災の延
焼拡大状況を予測し、林野と市街地にまたがる延焼
拡大や、飛び火の飛散範囲などについて評価できる
ものを目指している。このシミュレーションを活用
することで、林野火災における安全で効率的な消防
活動、訓練、警防計画の策定に寄与することが期待
される。

消防分野におけるDX・新技術の活用の推進
7特集

　近年、南海トラフ巨大地震や首都直下地震などの
大規模地震への備えに加え、風水害の激甚化・頻発
化、さらには社会経済活動の変化や少子高齢化の進
展など、消防を取り巻く環境は大きく変化してい
る。こうした災害リスクの多様化・複雑化に対応
し、災害対応力の強化を図るためには、消防分野に
おいてDXや新技術の活用を積極的に進めることが
必要である。
　消防庁では、常備消防や消防団の効果的な活動を
実現するとともに、国民の利便性向上や事業者の業
務効率化を図るため、DXや新技術の活用を推進し
ている。
　本特集では、消防庁におけるDXや新技術の活用
の推進に係る主な取組について紹介する。

消防分野における推進体制1
（1）消防庁における推進体制
　消防庁では、消防分野におけるDXや新技術の活
用を推進するため、令和７年４月に消防庁総務課内
に「技術戦略室」を設置した。現在、技術戦略室を
中心に、消防機関や関係団体、研究機関、企業等と
連携しながら、戦略的な施策の企画・立案を進めて
いる。

（2）消防技術戦略会議
　消防庁では、AIやロボティクスなどのデジタル
技術をはじめとする科学技術の進展を踏まえ、中長
期的な視点に立って消防技術戦略のあり方を検討す
るため、令和７年６月から「消防技術戦略会議」を
開催している（特集7-1図）。
　当該会議には、消防防災の専門家に加え、AIやロ
ボティクスなどの先端技術の専門家、さらには国の研
究機関や消防機関の代表者が参画し、消防の現場
ニーズと近年の技術動向を踏まえ、消防分野における
技術戦略について幅広い視点で議論が行われている。
　消防庁では、当該会議における議論を踏まえ、今
後、継続的に研究開発等を推進していく重点分野を
設定するとともに、関係機関との相互連携の強化、

特集7-1図　�第１回 消防技術戦略会議の様子（令
和７年６月５日開催）
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イ　AIを活用した救急隊運用最適化
　令和６年中の救急自動車による現場到着所要時間
（119番通報を受けてから現場に到着するまでに要し
た時間）の平均、病院収容所要時間（119番通報を
受けてから医師に引き継ぐまでに要した時間）の平
均は、ともに延伸傾向にある。
　こうした課題を踏まえ、消防研究センターでは、
現場到着所要時間を短縮するため、AIを活用した
救急隊運用最適化に関する研究開発を進めている

（特集7-3図）。令和７年には、12消防本部が導入に
向けた検討を行っており、このうち北九州市消防
局、奈良県広域消防組合消防本部、京都市消防局及
び藤沢市消防局の４消防本部においては実証研究が
行われている。今後は、更なる予測精度の向上、高
度化を目指し、特定の時期や時間帯において突発的
に救急需要が増加する要因（インフルエンザや熱中
症など）に関するデータを組み込む研究開発を進め

特集7-2図　�林野火災対応に活用可能な延焼シミュ
レーションのイメージ

特集7-3図　�AIを活用した救急隊運用最適化手法

黒線：実際の焼損範囲
赤色：シミュレーション延焼範囲

右図：林野火災シミュレーション 左図：市街地火災延焼シミュレーション

黒線：実際の焼損範囲
赤色：シミュレーション延焼範囲

右図：林野火災シミュレーション 左図：市街地火災延焼シミュレーション

平均現着時間
○○分

現場到着所要時間の平均の予測
△△分（××分延伸）

最適な部隊配置（増隊、移動配備）を検討

過去の出場件数と、

①天気予報（気温、気圧、湿
度、天気）、月、曜日、等か
ら当日～ 日先の救急需
要を予測

②過去の気温データから数
カ月先の救急需要を予測

既存救急隊で当日～
日先、数カ月先の運用
最適化

【研究成果①】日々の救急隊の運用を効率化 【研究成果②】救急需要将来推計→運用最適化

多 ⇔ 少

救急需要

救急需要が多いと
予測される待機場
所（消防署）に救急
隊を事前に移動

【効果】①現着到着所要時間の平均の短縮
②特に現場到着所要時間が長い事案では顕著に短縮
③救急隊毎の出場件数の平準化

〇年後予測（将来推計）

現状

現場到着所要時間の平均の予測
◆◆分
→延伸無し ××分短縮等

移動配備

この地域の需要増

日勤隊増隊

を活用した救急隊運用最適化の研究

ていく。

ウ　�ドローン等を活用した現場対応型情報収集システム
　災害現場においては、早期に被害状況を把握し、
現場活動の方針を迅速に決定することが求められ
る。その手段として、ドローンによる映像撮影は有
効であるが、撮影映像と地図情報の連携に時間を要
する場合や、災害現場における通信環境の確保が困
難な場合などがある。
　こうした課題を踏まえ、消防研究センターでは、
ドローンが撮影した災害現場の画像を即時に地図上
に反映し、活用できるシステムの研究開発を進めて
いる（特集7-4図、特集7-5図）。令和３年７月３日
に静岡県熱海市において発生した土石流災害では、
消防研究センターが開発したドローンシステムを用
いて現場状況の地図を作成し、現地指揮本部におい
て活用した。その後も更なる改良に取り組んでお
り、令和６年度には開発中のシステムの信頼性を確
認するための精度検証や、レーザー測定装置を搭載
したドローンを用い、夜間でも地表の形状を詳細に
把握可能なシステムの開発などを行った。これらの
システム開発に当たっては、実際の災害現場での運
用を想定し、インターネット等の外部通信に依存し
ないこと、必要な資機材を軽量・コンパクト化し車
両一台で運用可能であること、省人化及び操作性を
簡便化することに留意している。

右図：林野火災シミュレーション 左図：市街地火災延焼シミュレーション 特
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特集7-4図　�ドローンの飛行中に画像合成を行って
いる様子

特集7-5図　�ドローン撮影により作成した土石流発
生現場の画像

（2） �消防防災科学技術研究推進制度を活用した
研究開発の推進

　「消防防災科学技術研究推進制度」（競争的研究
費）では、広く研究開発課題を募り、提案された課
題の中から、政府方針や消防防災行政における重要
施策等を踏まえた上で学識経験者等からなる「消防
防災科学技術研究推進評価会」の審議結果に基づ
き、採択する研究開発課題を決定している。
　この度「第１次国土強靭化実施中期計画」（令和７
年６月６日閣議決定）において「消防分野における
DX・新技術の活用に関する対策」が「推進が特に
必要となる施策」の一つに位置付けられたほか「経
済財政運営と改革の基本方針2025」（令和７年６月１３
日閣議決定）においては「消防・防災DX、防災科
学技術の開発・導入等を進める」ことが記載された。
　このことを踏まえ、消防防災科学技術研究推進制
度（競争的研究費）においては、令和７年度から、
従来実施してきた消防防災行政に係る継続的な課題
解決のための研究開発に加え、近年発生した災害等
を踏まえた研究開発や新技術の実用化に向けた研究
開発を推進している。

　令和７年度の主な研究開発課題は以下のとおり。

ア　��近年発生した災害等における課題を踏まえた研
究開発

（ア）令和7年大船渡市林野火災を踏まえたテーマ
　令和７年２月26日に大船渡市において発生した林
野火災を踏まえ、令和７年度は、林野火災に活用で
きる技術の研究開発を緊急枠として募集し、２件実
施している（特集7-6図）。

空中消火戦術のイメージ火災の延焼

特集7-6図　�大船渡市林野火災を踏まえた研究開発
の一例

（イ）令和６年能登半島地震を踏まえたテーマ
　令和６年能登半島地震に伴う輪島市大規模火災で
は、津波警報発表下における浸水想定区域内での消
防活動が課題となった。このため、地震や津波発生
時の大規模な火災現場など、消防隊員の進入が困難
な区域において、消防隊員の安全を確保した上で消
火活動を継続するための研究開発を４件実施してい
る（特集7-7図）。

特集7-7図　�令和６年能登半島地震を踏まえた研究
開発の一例

イ　DX・新技術の導入に向けた研究開発
　消防防災の現場に既に導入済み又は導入予定の
DX・新技術に係る現場運用について検証し、必要
となる機器の改良や消防機関等における実運用に必
要なマニュアル等を作成するための研究開発を３件
実施している（特集7-8図）。
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ウ　その他
　消防防災行政に係る継続的な課題解決のための研
究開発を13件実施している。

（3） �消防分野における最新技術活用検証事業
　近年のデジタル技術の進展から、社会の様々な分
野において、DX・新技術の活用が進んでいる。
　スタートアップ企業などが開発した最新技術の中に
は、消防活動に活用できる可能性があるものが登場し
てきていると考えられるが、このような最新技術につ
いて、企業等と消防機関が意見交換を行い、共同で
有効性を検証する機会がないことが課題となっている。
　そのため、令和７年度から新たな取組として内閣
府事前防災対策総合推進費※1を活用し、スタート
アップ企業などの最新技術と消防機関の現場ニーズ
をマッチングし、共同で活用検証等を行うことで、
消防分野のみならず国全体への技術導入に係る具体
的な手法を検討する事業を行っている（特集7-9図）。
　

特集7-8図　�DX・新技術の導入に向けた研究開発
の一例

AIを活用することによる消防指令業務の省力化に係る検証
119番通報の受付業務にAIを活用することによる消防
指令業務の省力化の効果等について検証。

その他DX・新技術の活用の推進3
（1）消防業務システムの標準化・クラウド化

ア　背景
　多くの消防本部では、警防や予防、水利、要援護
者情報といった様々なデータの管理や消防本部の業
務に必要な各種機能を提供する「消防業務システ
ム」が整備されており、このシステムにより消防職
員の日常業務が支えられているが、当該システムは
一般的にオンプレミス環境※2で整備されている。
このことにより、各消防本部におけるシステム導
入・刷新時の費用や職員の業務負担が大きくなるこ
とや、制度改正等に応じて必要な時に必要なツー
ル・機能を柔軟に導入することが難しくなること等
の課題がある。
　
イ　現在の取組
　こうした背景を踏まえ、消防庁では「消防指令シス
テムの高度化等に向けた検討会」を開催し、消防本
部のシステムの更なる効率化・高度化に向け、消防業
務システムにおけるクラウド活用等について検討した。
　上記検討の結果を踏まえ、令和６年10月に消防業
務システムの機能や消防業務で用いる主な書類等の
要件、クラウド上のシステムの調達の流れ、ネット
ワークの選定ポイント等を消防業務システムの標準
仕様書等として策定・公表した。また、令和７年３
月には、これまでの検討内容及び検討結果を「消防
指令システムの高度化等に向けた検討会最終とりま
とめ」として策定・公表した（特集7-10図）。

ウ　期待される効果
　標準化により、各消防本部は標準仕様に準拠した
システムをカスタマイズせずに利用することが可能
となるため、消防本部職員のシステム導入・刷新時
の業務負担の軽減が期待される。
　また、クラウド化（SaaS型※3）により、各消防
本部は民間事業者がクラウド上に構築した業務シス
テムを共同利用できるようになるため、サーバーや
ソフトウェア等を個別に構築する必要がなくなり、
システム整備に係る初期コストが軽減される。さら
に、制度改正等が行われシステム改修が必要となっ
た際には、民間事業者がクラウド上のシステムを改

特集7-9図　�消防分野における最新技術活用検証事
業の流れ

※1　今後の防災庁の設置を見据え、内閣府防災担当の災害対応の司令塔機能を強化する観点から、各省庁等が実施する事前防災対策事業に対して支援する予算
※2　各消防本部において施設内にサーバーやソフトウェア等を個別に構築して運用する環境
※3　SaaS（Software as a Service）クラウド上で提供されるソフトウェアを利用するサービス
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修することにより対応が可能となるため、各消防本
部における個別対応の負担が軽減される。加えて、
業務の状況や利用本部のニーズに応じたツール・機
能を必要な時にクラウド上のサービスから選択して
利用できるようになる。

エ　今後の取組方針
　今後は、標準仕様の普及がより一層進むよう、各
消防本部やシステム事業者へのヒアリングの実施に
よる標準仕様書に準拠したシステムの導入事例の収
集や、標準仕様書等を利用する関係者（消防本部、
システム事業者等）の意見を踏まえた標準仕様等の
適宜の見直し等を実施する。

（2） �火災予防分野における技術カタログ
ア　背景
　消防法（昭和23年法律第186号）第17条の３の３

特集7-10図　�消防業務システムの標準化・クラウド化のイメージ

の規定による消防用設備等の点検、同法第８条の２
の２の規定による防火対象物の点検及び同法第36条
第１項において準用する同法第８条の２の２の規定
による防災管理対象物の点検（以下、本特集におい
て「各種点検」という。）については、「規制改革実
施計画」（令和４年６月７日閣議決定）において、
デジタル原則に照らして、可能なものから順次、ア
ナログ規制の点検・見直しを措置することとされた。

イ　現在の取組
　消防庁では、令和５年度から、各種点検に係る新
たな技術を取り入れるため、当該技術について公募
し、学識経験者等で構成された「火災予防分野にお
ける点検技術評価会議」において有効性が認められ
た技術を「火災予防分野における技術カタログ」
（以下、本特集において「技術カタログ」という。）
としてとりまとめている（特集7-11図）。

特集7-11図　�技術カタログ掲載までの流れ（イメージ）
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ウ　期待される効果
　技術カタログに掲載した技術は、所定の使用方法
や適用条件に適合する場合には、従来の点検方法に
代えることができるものである。
　技術カタログの活用により、従来の点検方法に代
えて新たな点検技術を柔軟に取り入れられるように
なるとともに、各種点検の効率化や省人化につなが
ることが期待される。

エ　今後の取組方針
　技術カタログについては、新たな点検技術の開発
等に応じ、適宜改定していくこととしている。

（3） �消防団活動におけるデジタル技術の活用促進
ア　背景
　近年、災害が激甚化・頻発化する中、消防団活動
においては火災のみならず、様々な災害への対応能
力の向上が不可欠であるが、消防団員数が減少傾向
にある中で、消防団員一人ひとりの負担は増加しつ
つある。こうした中、消防庁では、消防団員の活動
環境の向上、災害対応時の安全確保などを図るた
め、消防団DXを推進していくこととしている。
　消防団の地域密着性という特性を踏まえ、情報収
集能力の向上が求められており、災害時等にいち早
く安全に現場の状況を把握するために、消防団にお
けるドローンの配備や消防団員のドローン操縦技術
の習得、消防団員の出動連絡や被災状況の迅速な情
報共有を可能とするアプリケーション（以下、本特
集において「消防団アプリ」という。）の導入など
を促進することが必要である。

イ　現在の取組
　消防庁では、消防団へのドローンを含む救助用資
機材等の整備を促進するため、消防団設備整備費補
助金により支援を行っているが、同補助金の対象に
令和７年度からドローンと一体的に整備する「タブ
レット端末」を追加し、消防団の災害対応能力の高
度化を図っている。
　また、消防団員がドローンの操縦技術を習得し、
実際の消防団活動においてドローンを活用できるよ
う、令和５年度から、消防学校に講師を派遣し、消
防団員に対するドローンの操縦講習及びドローンか
ら伝達された映像情報を基にした災害対応講習を実
施している。令和６年度は16県で約400人の消防団

員が講習を受講した。
　加えて、社会環境の変化に対応した消防団運営の
普及促進のため、地方公共団体の先進的な取組を支
援する「消防団の力向上モデル事業」においても、
ドローンの操縦技術を習得する取組や消防団アプリ
の導入など、デジタル技術を活用した地方公共団体
の取組を支援している。なお、令和６年度は12団体
が本事業を活用してドローン操縦講習等を実施した
（特集7-12図）。令和７年度も、消防団DXの推進に
関する地方公共団体の先進的な取組を支援している。

ウ　期待される効果
　消防団活動においてドローンを活用することで、
広範囲にわたる火災や土砂災害、遭難者の捜索等の
際に、消防団員の安全を確保しながら、上空から被
害状況等を早期に把握し、当該状況を踏まえて的確
に消火・救助等の活動を行うことが可能となる。
　さらに、ドローンの配備だけでなく、操縦技術の
習得や映像情報を基にした災害対応の講習も併せて
実施することで、消防団活動を安全かつ円滑に進
め、災害対応能力の向上を図ることが期待される。
　なお、消防団におけるドローンの活用は、若年層
の消防団に対する関心を醸成し、入団促進につなが
ることから、団員確保にも資すると考えられる。
　また、消防団アプリを活用することで、出動状況
の迅速な把握など消防団活動の効率化にもつながる。

エ　今後の取組方針
　災害時という非常時においてドローンを安全に飛

特集7-12図　�ドローンを用いた災害対応講習の様子
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行させるためには、消防団員がドローンを正確に操
縦できる技術を習得することが不可欠である。この
ため、引き続き、消防学校等においてドローンの操
縦講習を実施していく。
　また、「消防団の力向上モデル事業」を活用した
ドローン操縦講習や消防団アプリの導入等のモデル
事例を全国に横展開することで、更なる消防団DX
の推進を図ることとしている。

（4） �DXアドバイザーの派遣
ア　背景
　政府は令和２年に閣議決定した「デジタル社会の
実現に向けた改革の方針」において、デジタル社会
の目指すビジョンとして、「デジタルの活用によ
り、一人ひとりのニーズに合ったサービスを選ぶこ
とができ、多様な幸せが実現できる社会」を掲げ、
このような社会を目指すことにより「誰一人取り残
さない、人に優しいデジタル化」を進めることにつ
ながるとしている。
　消防分野については「経済財政運営と改革の基本
方針2025」（令和７年６月13日閣議決定）において
「デジタル等新技術の活用による国土強靱化施策の
高度化のため（略）消防・防災ＤＸ、防災科学技術
の開発・導入等を進める」こととされ、「国土強靱
化基本計画」（令和５年７月28日閣議決定）におい
ても「デジタルが持つ、地域社会の生産性や利便性
を飛躍的に高め、産業や生活の質を大きく向上させ
る力を最大限活用し、我が国・地域が直面する災害
への対応力を強化する（略）」こととされており、
消防分野におけるDXの更なる推進が求められてい
るところである。
　デジタル技術の活用は、消防活動の効率化・高度
化や、災害現場等の安全管理に効果的であるととも
に、諸手続を行う事業者等の利便性の向上に資する
ものであり、これまでも消防庁・各消防本部におい
てＤＸの取組を推進してきたが、今後も、規模の大
小にかかわらず全国の消防本部において取組を進め
ていくことが重要である。

イ　現在の取組
　こうした状況を踏まえ、総務省と地方公共団体金
融機構が共同で実施している「地方公共団体の経
営・財務マネジメント強化事業」を活用し、消防分
野のＤＸに知見を有する人材をアドバイザーとして

登録するとともに、消防ＤＸに取り組む消防本部等
にアドバイザーを派遣する支援を令和６年10月から
実施している。
　アドバイザー派遣を希望する消防本部は、それぞ
れが抱えるDXに関する課題と登録アドバイザーの
取組分野を勘案し、派遣を希望する旨を直接アドバ
イザーへ打診することとしており、令和６年度以
降、各地の消防本部がアドバイザー派遣制度を活用
している。これまでに消防本部に派遣されたアドバ
イザーは、通信指令分野における高機能消防指令セ
ンターの新設等に伴うシステム構成などへの助言、
救急分野及び予防分野における事務効率化に向けた
電子化やシステム導入に関する助言を行っており、
各消防本部がDXを円滑に進めていく上での一助と
なっている。

ウ　期待される効果
　各消防本部におけるDX推進が加速し、消防活動
の効率化・高度化、安全管理の強化、事業者等の利
便性向上が期待される。また、地域の災害対応力の
向上や、国土強靱化の実現にも寄与することが見込
まれる。

エ　今後の取組方針
　今後も本制度が積極的に活用されるよう、引き続
き消防庁から全国の消防本部等に対し制度の周知を
行っていく。
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